
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会の事務の管理及び執行の状況 

の点検及び評価に関する報告書 
 

（令和４年度対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年８月 

身延町教育委員会 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

目  次 

 

Ⅰ．目的及び制度の概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

Ⅱ．点検・評価の方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

Ⅲ．点検・評価の結果  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 １章 教育委員会の活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 １節 教委育委員の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 ２節 教委育委員会の活動状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

   １．会議の開催状況   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

   ２．その他の活動状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２章 教育委員会各課において執行した事務事業 

１節 まちづくりを支える人づくり  ・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

１．生涯学習の充実   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

    (1)生涯学習の推進 (2)公民館等の管理運営 (3)集落公民館活動への支援 

    (4)学習活動の展開 (5)図書館事業の推進  (6)図書館機能の充実 

２．スポーツの振興  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

    (1)生涯スポーツの推進  (2)スポーツ事業の展開 

    (3)スポーツ活動への支援 (4)体育施設の管理運営 

  ２節 明日を担う人づくり  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

１．学校教育の充実  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

(1)学校教育環境の整備充実  (2)学校教育内容の充実 

(3)健康な児童生徒の育成 

２．青少年の育成  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

    (1)青少年育成推進体制の強化 

３節 地域文化をはぐくむ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

１．文化活動の展開  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

 (1)文化芸術活動の推進 (2)文化芸術施設の管理運営 

２．歴史と文化遺産の継承  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

 (1)文化財の保護と活用 (2)地域文化の継承と育成



 

1 
 

 

Ⅰ.目的及び制度の概要 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条の規定に基づき、町民への説

明責任を果たしていくため、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執

行の状況について点検及び評価を行い、その結果を議会に報告するとともに、これを公

表することとなっている。 

身延町教育委員会においても、より効果的な教育行政の推進を図るべく、事務事業に

ついての点検及び評価を行い、その結果を報告書とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.点検・評価の方法 

令和４年度における教育委員会の権限に属する事務のなかで、第 2次身延町総合計画

後期基本計画に掲げる各項目について、その管理及び執行の状況を、教育委員会内部に

おいて点検・評価した。 

 

Ⅲ.点検・評価の結果 

1 章 教育委員会の活動 

1 節 教育委員の構成（令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日） 

職 名 氏 名 任   期 備   考 

教 育 長 保 坂 新 一 
令和３年４月１日～ 

令和６年３月３１日 

平成３１年４月１日 

教育長就任 

教 育 長 
職務代理者 

今 村 文 子 
平成３０年１１月１９日～ 

令和４年１１月１８日 

令和３年１１月１９日 

教育長職務代理者就任 

教 育 長 

職務代理者 
若 林 裕 子 

令和元年１１月１９日～ 

令和５年１１月１８日 

令和４年１１月２２日

教育長職務代理者就任 

委  員 遠 藤 一 彦 
令和２年１１月１９日～ 

   令和６年１１月１８日 

 

 委  員 井 上 敬 典 
令和３年１１月１９日～ 

令和７年１１月１８日 

 

委  員 馬 場  泰 
令和４年１１月１９日～ 

令和８年１１月１８日 

令和４年１１月２２日 

新任 

 

【参考】 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（抄） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条   教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任された

事務その他教育長の権限に属する事務（同条第 4 項の規定により事務局職員等に委任された事務を含

む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 
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２節 教育委員会の活動状況 

(1)会議の開催状況 

会     議 開催日 議案件数 

令和 ４年 定例会 第 4回 令和 ４年 ４月２０日 0 

       〃  第 5 回 令和 ４年 ５月２５日 1 

       〃  第 6 回 令和 ４年 ６月２１日 2 

       〃  第 7 回 令和 ４年 ７月１９日 3 

       〃  第 8 回 令和 ４年 ８月２２日 0 

       〃  第 9 回 令和 ４年 ９月２０日 1 

       〃  第 10 回 令和 ４年１０月２６日 0 

       〃  第 11 回 令和 ４年１１月２２日 4 

       〃  第 12 回 令和 ４年１２月２２日 1 

令和 ５年 定例会 第 1回 令和 ５年 １月２６日 1 

       〃  第 2 回 令和 ５年 ２月２１日 3 

       〃  第 3 回 令和 ５年 ３月２３日 3 

合          計 19 

 

(2)その他の活動状況 

 教育委員は、会議への出席以外にも関連団体等の活動に参加している。 

なお、平成 27 年度からは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、

身延町総合教育会議が設置され、令和 4 年度は 10 月に 1 回の会議が開催された。その他の

主な活動は、以下のとおりであるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、多くの

事業がオンラインや書面決議や参加者を絞る等の感染症対策を行いながらの実施となった。 

 ・関東甲信越静市町村教育委員会連合会の総会及び研修会 

  ・山梨県町村教育長会の各種会議 ・山梨県市町村教育委員会連合会の各種会議 

  ・峡南地区教育委員会連合会の総会及び研修会 

  ・学校訪問  ・小中学校入学式、卒業式  ・小学校運動会  ・中学校学園祭 

  ・二十歳の集い  ・その他各種イベント事業への出席 

 

 

 

２章 教育委員会各課において執行した事務事業 

1 節 まちづくりを支える人づくり 

1.生涯学習の充実 

(1)生涯学習の推進 

①社会教育委員の会議の開催 

＊事業概要 

社会教育委員は社会教育法に規定されており、委員には社会教育に関する事業につい

て意見等をいただき事業の調整や検討を行っている。 

社会教育委員の任期は条例により 2 年間、15 人で構成されている。 
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●令和 4 年度 身延町社会教育委員の会議  

 第 1 回  令和 4年 6 月 17 日（書面会議開催）  

第 2 回  令和 4年 8月 25 日 

第 3回  令和 5年 3月 13 日（書面会議開催） 

●山梨県社会教育委員連絡協議会 

   第 1 回理事会 令和 4年 5月 24 日 委員長、担当出席 県庁防災新館 

   第 2 回理事会 令和 4年 10 月 14 日 委員長、担当出席 県庁防災新館 

   第 3 回理事会 令和 5年 3月 9日 委員長、担当出席 県庁防災新館 

通常総会   令和 4年 6月 10 日 委員長、担当出席 山梨市民会館 

  ●第 53 回関東甲信越静社会教育研究大会山梨大会  

   第 1 回担当者会議 令和 4年 5月 18 日 委員長、担当出席 県庁防災新館 

 第 1 回実行委員会 令和 4年 5月 24 日 第 1回理事会と同時開催 

 第 2 回担当者会議 令和 4年 7月 19 日 委員長、担当出席 県庁防災新館 

第 2回実行委員会 令和 4年 7月 25 日 委員長、担当出席 県庁防災新館 

第 3回担当者会議 令和 4年 9月 5 日 委員長、担当出席 県庁防災新館 

第 3回実行委員会 令和 4年 10 月 14 日 第 2回理事会と同時開催 

山梨大会兼山梨県社会教育研究大会 令和 4年 11 月 10 日～11 日 

委員長、副委員長、委員、担当出席 甲府市総合市民会館、県立図書館他  

第 4 回実行委員会 令和 5年 3月 9 日 第 3回理事会と同時開催 

●決算額：196,400 円（委員報酬） 

 

＊成果 

新型コロナウイルス感染症の影響により、身延町社会教育委員の会議は、3 回中 2 回

を書面開催とした。また、第 53 回関東甲信越静社会教育研究大会が山梨県で開催され

たため、同大会への協力を行った。 

 

＊課題 

 社会教育委員が取り組んでいる「子供と地域」をテーマにした提言文の作成に向け、

引き続き検討・協議を重ねる必要がある。今後の本町社会教育事業をより一層推進でき

るよう取り組んでいかなければならない。 

 

②講座等情報の提供 

＊事業概要 

 身延山大学身延公開講座や自主企画講座について広報への掲載やチラシを配布し町

民へ周知を行った。 

 

＊成果 

 身延山大学身延公開講座は、「日蓮聖人のご生涯 佐渡～身延」をテーマに全 3 回の

講座を開催した。自主企画講座は、年間を通して 7講座を開催。各講座の主催者と連携

しながら、学習機会の提供に努めた。 
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 身延公開講座：令和 4 年度 受講申込者 30 人 

 自主企画講座：令和 4 年度 7 講座 

 

＊課題 

広報への掲載やチラシ配布の他、町のホームページも活用するなど、町民への学習機

会の周知方法について、検討する必要がある。 

 

③身延町まち・ひと・しごと創生事業 

＊事業概要 

 平成 27 年 12 月に策定された総合戦略の目的である「少子高齢化の進展に的確に対応

し、人口の減少を緩やかにするため、住みよい環境を確保し将来にわたって活力ある町

づくりを目指す」ため、アクションプランに掲げられた施策を進める。 

 ア）地域に根ざした雇用の創出（和紙の里担当） 

・地場産業の活性化とＰＲ強化（西嶋和紙、和紙の里活用推進事業） 

ワークショップ開催、蔡倫書道展身延中学生出品補助、西嶋和紙 PR 事業補助     

決算額：433,620 円  

・地場産業の活性化と PR 強化（二十歳の集い記念品として印鑑を贈る） 

 （生涯学習担当） 

対象者数：64 人 決算額：160,000 円（記念品） 

 イ）町を元気にできる人材の育成 

・人材育成カリキュラムの実施と人材の確保 

令和 4年度は新型コロナウイルス感染症対策のため活動は行われなかった。 

 決算額：1,650 円（ホームページドメイン使用料） 

ウ）結婚・出産・子育て環境の充実（文化財担当） 

・教育環境の質的向上（郷土愛を育む教育の充実） 

  文化財等学習講座：2回 受講者：一般・身延中学校 1年生 

  決算額：60,000 円 

エ）特色ある持続可能な地域社会の形成（生涯学習担当） 

・町の情報提供の充実（ＩＣＴ活用力の向上） 

初心者向けタブレット講習会 9 回開催 

 

＊成果 

ア）地場産業の活性化とＰＲ強化については、身延中学校生徒への蔡倫書道展出品の

補助、西嶋和紙を利用したワークショップの開催など幅広く PR ができた。また、

二十歳の集いでは記念品として対象者に印鑑を贈り、印章業の活性化とＰＲを図っ

た。 

イ）新型コロナウイルス感染症の影響により、活動は行われなかったが、新たな地域

活性化策を検討している方やグループもあり、法人化も含め、今後の活動の方向性

を模索中である。 

ウ）歴史作家江宮隆之氏を招き、「白磁の人・異聞 木喰の発見」と題した講演会を
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開催し、木喰仏の価値や木喰上人の生涯について理解を深める機会を提供できた。

また、郷土学習の教材として「身延町の植物」・「甲斐源氏と文化財」・「身延町の文

化財 Part2」を作成し、町内小中学校に配布するとともに、町文化財担当職員が身

延中学校で文化財等を学習する講座を行うことができた。 

エ）地区公民館を定期的に利用しているグループを中心に、高齢者向けのタブレット

講習会を実施した。講習会によりＩＣＴへの関心を深め、町民の方々のＩＣＴ利用

の向上が図られた。 

 

＊課題 

 コロナ禍により総合戦略におけるアクションプランが実施との期間に相違が生じ、先

送りとなる事業もあるが、アクションプランの施策の推進に引き続き取り組み、総合戦

略の目的達成のため、諸施策を確実に展開していく必要がある。 

 

(2)公民館等の管理運営 

①中富地区公民館（中富総合会館内） 

＊事業概要 

 中富地区公民館は、中富総合会館内に中富地区公民館、町建設課の事務室、図書室な

どの機能を持った複合施設で、維持管理は生涯学習課で担当しており、専任の公民館長

を配置している。主要事業の中富学級は、年間を通じて事業を行っている。 

 決算額：  26,097 円（中富総合会館運営費） 

     4,788,782 円（中富総合会館管理費） 

 

＊成果 

 貸出等日常的な事務については、中富地区公民館長により良好に行われている。 

中富学級は、交通安全教室と太神楽、グラウンドゴルフ、歴史探訪教室など全 6 回の

事業を実施した。 

 

＊課題 

施設の老朽化に伴い修繕が増えているが、引き続き適切な管理を行い、利用者の利便

性・安全性を確保していく。 

また、中富学級では、新規入級者の獲得が課題となっている。この課題に対応すべく、

新企画の実施や内容の見直し等をおこない、参加者の希望を取り入れた魅力的な学級づ

くりで参加者の増を目指す。 

 

 

②下部地区公民館 

＊事業概要 

下部地区公民館は、平成 24 年 5 月に竣工。図書室や学童保育室、生涯学習課の事務

室などの機能があり、生涯学習課が維持管理を担当している。専任の公民館長を配置し

ており、三愛運動推進の一環として、集落へ花の種の配布を行っている。 
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決算額： 148,601 円（下部地区公民館事業費） 

    3,356,951 円（下部地区公民館管理費） 

 

＊成果 

地域の様々な活動に利用され、施設も良好に管理されている。希望する集落に花の種

を配布する「花づくり運動」の他、令和 4 年度は「笑いと健康の教室」を開催した。 

 

＊課題 

管理上の課題は見当たらないが、引き続き適正管理に努める。また、年齢に合わせた

事業の企画を意識し継続して取り組んでいく。 

 

③身延地区公民館（総合文化会館内） 

＊事業概要 

 身延地区公民館は総合文化会館内にあり、維持管理は身延町総合文化会館が担当して

いる。専任の公民館長を配置しており、ジェルキャンドルづくり体験、和紙ちぎり絵教

室、かるた大会等の事業を実施している。 

決算額：0円 

 

＊成果 

新型コロナウイルス感染症感染防止のため、計画していた全ての事業を中止したが、

貸出等日常的な事務や維持管理は、総合文化会館により良好に行われた。 

 

＊課題 

参加者の増加に向け、育成会などの行事と重ならないよう開催時期等検討し、企画を

行う。 

 

④中富地区各分館 

＊事業概要 

西嶋、静川、原の 3 分館の経費（光熱水費や燃料費のほか消防法・建築基準法に基づ

く点検費用や修繕費など）を予算計上し、生涯学習課が維持管理を担当している。診療

所が併設されている大須成、曙分館については福祉保健課が維持管理している。 

決算額 西嶋分館：1,174,310 円 

静川分館： 187,816 円 

原分館：  484,928 円 

中富地区では、西嶋・大須成・静川・曙・原の 5分館に、地域住民の中から分館長と

主事が置かれ、地域ごとの事業を実施している。 

中富地区分館補助金交付額：561,000 円 

中富地区各分館長報酬：600,000 円（5人） 
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＊成果 

 各地区の住民の中から館長・主事が選出されており、鍵の貸出や定期的な清掃の実施

等、良好に管理されている。 

 既に自主運営が定着しており、新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、年間を

通じて地域の特色を生かした事業が行われ、必要に応じて各分館に指導・助言を行った。 

 

＊課題 

定期的に施設点検を実施し、不良箇所等の早期発見に努めたが、引き続き課題として

取り組む必要がある。また、役員交代等により管理に差が出ないように助言していくと

ともに、他地区の情報提供や事業開催への助言を行っていく。 

 

⑤下部地区各分館 

＊事業概要 

 古関分館は、古関出張所と古関診療所が併設されている。古関出張所職員が 1 人配置

されており、建物の日常的な管理を行っている。施設の維持管理の経費は下部支所で予

算計上しているが、建物の修繕及び点検などは生涯学習課で予算計上し対応している。 

久那土分館は、働く婦人の家を分館としている。久那土出張所職員が１人配置されて

おり、建物の日常的な管理を行っている。施設の維持管理の経費は下部支所で予算計上

している。 

下部分館は、下部地区公民館内にあり、生涯学習課で建物の維持管理を行っている。 

決算額 古関分館：1,529,499 円 

下部地区では、古関と久那土の 2分館に、地域住民の中から分館長が置かれ、分館長

が主事を兼務し運営を行っている。下部分館は、青少年育成コーディネーターが、地区

公民館長と分館長を兼務している。 

下部地区分館補助金交付額：150,000 円（古関分館） 

下部地区各分館長報酬：240,000 円（2人※古関・久那土） 

 

＊成果 

古関分館、久那土分館とも常勤職員が 1人配置されており、貸出や清掃等の日常的な

管理を良好に行っている。 

また、両分館とも平成 24 年度から自主運営化がされ各種事業が展開されている。下

部分館については、下部地区公民館と同じ。 

 

＊課題 

定期的に施設巡回を実施し、不良個所等の早期発見に努めた。この課題に対しては、

継続した取り組みが必要である。 

また、自主的分館運営への支援と久那土分館と働く婦人の家の事業調整については、

分館と働く婦人の家が同一施設であり、事業の分離等が困難なため、自主運営を基本に

引き続き検討していく必要がある。 
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⑥身延地区各分館 

＊事業概要 

下山・身延・豊岡・大河内の 4 分館の維持管理経費（光熱水費、燃料費、消防法・浄

化槽法に基づく点検費、建築基準法に基づく修繕費等）を予算計上し、生涯学習課が維

持管理を担当している。定期的に職員が巡回し、利用者が安心して使用できるように心

がけている。 

 決算額 下山分館： 1,828,050 円 

身延分館： 2,176,880 円 

豊岡分館： 1,761,279 円 

大河内分館：3,092,561 円 

身延地区では、各地域において分館長と主事及び集落公民館が連絡調整を図り、文化

活動として公民館祭など特色ある活動を行っている。 

身延地区分館補助金交付額：101,000 円（下山・豊岡分館） 

身延地区各分館長報酬：480,000 円（4人） 

 

＊成果 

各分館にて、分館長と主事が連携を図り、建物内不良箇所の修繕や周辺の草刈り等を

率先して行い、施設の維持管理に努めている。 

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、年間を通じて地域の特色を生かした事

業が行われ、必要に応じて各分館に指導・助言を行った。 

 

＊課題 

利用者には電話での事前予約や利用申請書の提出を呼び掛け、未申請による利用の重

複を防ぐとともに、利用後の照明や冷暖房の消し忘れ等ないよう掲示物などによる更な

る呼び掛けが必要。 

 

(3)集落公民館活動への支援 

①集落公民館整備費補助 

＊事業概要 

 身延町集落公民館整備費補助金交付規程に基づき集落館の施設整備に対し、予算の範 

囲内において補助金を交付している。 

 決算額：2,316,000 円（集落公民館整備費等補助金） 

実績：4 件（梅平二区、常葉日向区、仲町区、西嶋上一区） 

決算額：70,000 円（集落公民館原材料支給） 

実績：1 件（手打沢） 

 

＊成果 

集落公民館整備の一助となり、住民の交流や学習の拡がりが期待できる。 
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＊課題 

原材料支給要綱と整備費等補助金交付要綱について、多様化する集落公民館整備に

対応すべく内容を精査する必要がある。 

 

②集落館運営費補助 

＊事業概要  

社会教育活動事業費補助金交付要綱に基づいた集落館への運営補助。 

 

＊成果 

 集落館 129 館のうち、申請に基づき 89 集落館に補助金を交付した。 

決算額：492,800 円 

 

＊課題 

 各集落館には、補助金を有効に利用してもらうため、全 3回周知しているが、集落公

民館活動の停滞により、未提出の集落館も多い状況であるため、集落館長と連絡を取り

つつ、活動推進できるよう申請を促す。 

 

（4）学習活動の展開 

①身延町総合文化祭 

＊事業概要 

 平成 21年度から文化協会の実質的な組織統一に向けて、「専門部の交流と統合の促進」

を目標に掲げ、「芸能発表会」は身延町総合文化会館、「文化文芸作品展」は、みすきふ

れあい館において開催している。 

 

＊成果 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、「芸能発表会」は中止し、「文化文芸作品展」

のみ開催した。 

 決算額：30,000 円（文化文芸作品展） 

 

＊課題 

 例年の課題の一つでもあるが、芸能発表会の来場者数の減少により開会セレモニーか

ら盛り上がりに欠ける部分がある。みのぶまつりとのタイアップなど開催方法の検討や

町民への周知策など参加団体にも協力してもらい、少しでも多くの方に発表を観ていた

だけるように、良案を検討していく必要がある。 

 

②身延町二十歳の集い 

＊事業概要 

対象者を祝福するとともに、大人としての義務や責任感を自覚することを期待して実

施している。記念品として地場産業である印章を贈呈している。 
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開催期日：令和 5年 1月 8日（日） 

会  場：身延町総合文化会館   

新成人数：64 人（出席者 56 人） 

＊成果  

式典 2週間前からの健康観察、式典時間の短縮、保護者の人数制限等、新型コロナウ

イルス感染症対策を講じながら開催した。 

決算額：304,416 円（記念品含む） 

 

＊課題 

天候に左右されないセレモニーの考案等、二十歳の集いを盛り上げる内容の検討を継

続する。 

 

③発明クラブ 

＊事業概要 

少年少女発明クラブは、異年齢集団の中で、自ら考え粘り強く物を作りあげることの

大切さや喜び、創造力を身につけることをねらいとして開設している。 

指導者として理科、電気、技術科等の専門家をお願いしている。クラブ員の年会費は

1 人あたり 1,000 円である。 

 

＊成果 

 令和 4 年度は、7 人のクラブ会員が学校・学年を超えて交流し、物づくりの楽しさや

創造する能力を高めることが出来た。新型コロナウイルス感染症の影響により活動の制

限はあったが、子供たちは積極的に作品作りに取り掛かった。 

決算額：73,000 円   参加会員数：7人 指導員：4人 

 

＊課題 

新規会員の獲得が課題となっているため、活動内容のＰＲや募集方法の検討を行い、

クラブ会員の増加を目指す。 

 

④身延山大学身延公開講座 

＊事業概要 

身延山大学と連携して、地域文化や現代社会の諸課題を学ぶための共催講座である。

令和 4 年度は「日蓮聖人のご生涯 佐渡～身延」をテーマに全 3 回の講座を開催した。 

 

＊成果 

 仏教の歴史や地域文化、社会福祉を学習する内容で、例年多くの受講者があり非常に

好評である。また、大学教授から研究成果などを聞ける数少ない機会になってる。 

決算額：67,000 円 

申込者数：30 人  
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＊課題 

 このような生涯学習の場を多く提供していくことが重要であるため、今後も身延山大

学と連携しながら町民の学習意欲を掻き立てる講座を企画していく必要がある。 

 

⑤自主企画講座 

＊事業概要 

 本町生涯学習の更なる推進を図るため、仕事や趣味で培った経験や知識を活かし、自

ら講座を企画・運営していただき、多様化する生涯学習に関するニーズに対応するとと

もに、人とのつながり、また地域づくりの機会として実施している。 

 

＊成果 

 年間を通して、「筋力向上教室」「３Ｂ体操」「ピラティス」「ＺＵＭＢＡ」「あすなろ

塾やさしい経済教室」「ヨガ教室」「論語を語る会」の 7 講座を開催し、参加者から好評

を得た。 

 

＊課題 

開催している企画の中で、規模を広げて開催したいとの要望も聞かれ、今後とも参加

者へ良い企画を提供するためにも、主催者及び事務局にて企画内容を検討していく必要

がある。 

 

⑥ホタル保護事業 

＊事業概要 

 町内の自然保護と河川環境の美化に努めホタルの自然発生を助長するため、旧下部町

では「ホタル保護条例」が制定されていた。この条例と施行規則に基づき、ホタル保護

活動を実施している集落・区を中心とした保存会等（一色・湯町・釜額）が施設管理（河

川・公園・水路等）と保護活動を行っている。 

 

＊成果 

保存会等では、集落内の施設（公園・案内所等）の管理と河川や水路の環境美化活動

を実施し、自然保護の意識高揚が図られた。また、発生期になると、観賞客がもたらす

ホタルへの影響を考慮した取り組みやマナーを守る取り組みが行われており、住民によ

るホタル保護活動が継続されている。 

 

＊課題 

引き続き保存活動の自立を支援しながら環境保護に努める必要がある。また、現在の

ホタル保護活動は観光資源としての役割が増しており、今後の事業推進については、環

境保護・観光の観点から地域、関係団体が連携して取り組んで行く必要がある。 
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(5)図書館事業の推進 

①図書館運営委員会の開催 

＊事業概要 

 図書館運営委員会は［身延町立図書館運営委員会設置規程］によって設置が定められ

ている。教育委員会によって委嘱された委員に、図書館の適正な管理運営に対する意見

や町民の声を反映させる代表としての提言をいただくものである。 

・運営委員任期：2 年（今期 1 年目） 委員 9 人 

・構成委員：図書館ボランティア、元司書職、図書館利用者、大学講師、学識経験者等 

・令和 4 年度開催日程 

第 1回：令和 4年 8月 2 日 

第 2回：令和 5年 3 月（書面会議） 

 

＊成果 

 第 1 回は、コロナ禍における図書館の制限付開館時に実施したサービスについて、そ

の再開の状況やまた新規事業等、運営全般についての説明を行い、それに対し各委員か

らの様々なご提言をいただくことができた。また第 2回は 3月に開催を予定していたが、

新型コロナウイルス感染症の影響により、委員の方は招集せず、９月以降の実施事業や

サービス等の報告や、またアフターコロナを見据えての令和 5年度事業計画について書

面会議とした。 

 

＊課題 

多種多様な人々が利用する図書館の運営に関して、様々な立場の委員の方から提言を

いただけるこの委員会はたいへん貴重な機会である。今後も引き続き、実際に事業への

参加や日頃の開館状況も見ていただきながら、図書館の運営やサービスについて提言を

いただけるよう努めていく。 

 

②図書館運営体制の充実 

◇町立図書館 

＊事業概要 

図書館専任職員として 2 人(うち司書資格所持者 1人）と会計年度任用職員 5 人（内 3

人司書資格所持者）が配置されている。土・日・祝日の開館や木・金は閉館時間を延長

しサービスを提供している。また、オンラインも含む各種研修への参加、人材の確保や

育成など運営体制の充実に努めている。 

決算額： 9,683,711 円（会計年度任用職員賃金等） 

 

＊成果 

前年に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、国や県等が主催する多

くの研修がオンラインで開催されることが増えたことから、出来得る限りの研修・会

議に参加した。このことにより、コロナ禍における図書館を巡る情勢変化や当面の課

題に関する理解を深めることや、図書館運営の参考となる知識や技術を習得すること
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ができた。また、会計年度任用職員等の配置により、土日・祝祭日及び延長開館等の

サービス向上に対応できている。 

 

＊課題 

第二次身延町総合計画には、「学習施設管理・運営の充実」が掲げられ、「生涯学習施

設の目的に応じて、運営管理体制の最適化に取り組む」としている。図書館がその目的

を達成するためには、司書の専門的知識の蓄積とスタッフの育成及び所蔵資料の充実な

ど長期的視野に立った運営を続けていくことが必要とされる。今年度より正規職員が削

減となったことから、図書館運営のポイントである専門職を含めた人材について、安定

的確保・育成・投入を今後より一層心掛けていく必要を感じた。また、職員が安心・安

全に勤められる職場環境作り、衛生対策についても情勢を鑑みながら引き続き取り組ん

でいく。 

 

◇中富総合会館・下部地区公民館図書室 

＊事業概要 

公民館等図書室会計年度任用職員として、中富総合会館図書室 3 人(うち司書資格所

持者１人）、下部地区公民館図書室１人が配置されている。 

決算額： 3,334,009 円（中富総合会館・下部地区公民館図書室会計年度任用職員賃金） 

＊成果 

有資格者を含む会計年度任用職員の各図書室への人材配置により、各地区の町民へ生

涯学習の場の提供することができた。 

＜中富総合会館図書室＞ 

 ・会計年度任用職員：3人（勤務ローテーション） 

＜下部地区公民館図書室＞ 

・会計年度任用職員：1 人（週 2日勤務） 

 

＊課題 

公民館図書室の適切な運営のためには、長期的視野に基づく、職員の専門的知識の蓄

積と育成及び所蔵資料の充実等が課題となる。今後も人材の安定的確保とその育成につ

いて引き続き取り組んでいく。また町立図書館と連携し職員が安心・安全に勤められる

職場環境作りや衛生対策についても情勢を鑑みながら引き続き取り組んでいく。 

 

③図書館ボランティアの育成 

＊事業概要 

 図書館ボランティアとして、現在、次のグループや個人が活動に取り組んでいる。 

グループ名（会員数） コロナ禍以前の活動内容 

ぶっくん座（8人） 

 

小学校・福祉施設での出張朗読会 

他町図書館への協力（出張おはなし会） 

図書館主催おはなし会・イベントへの協力 他 
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千の風(10 人) 

 

 

県内各高等学校、高齢者施設等での出張朗読会 

戦争と平和関連朗読会の開催 

図書館主催イベントへの協力 他 

ひだまり(13 人) 保育園・高齢者施設での出張朗読会 

主催朗読会の開催に向けて打ち合わせ 他 

図書館主催イベントへの協力 ほか 

古文書解読 

ボランティア(1 人) 
図書館が入手した古文書の解読、読み下し 

 図書館では、ボランティアグループへの情報提供や所蔵資料の団体貸出、活動のＰＲ

やボランティア派遣依頼の受付を担当するとともに、活動中の事故等に備えるため、ボ

ランティア保険料を予算化してその活動を支援している。昨年に続くコロナ禍ではあっ

たが、各ボランティアグループは、夏期における主催朗読会・映画会等の実施や、再開

を始めた図書館の児童向け事業等への協力、その他事業の再開に向けての打ち合わせ等、

など、徐々に活動を行った。 

決算額：28,844 円（保険料：36 人分・会計年度任用職員分含む） 

 

＊成果 

 ボランティアグループに対しての支援は、コロナ禍における図書館の運営状況の報告

を行いつつ、他館からの借り受けを含む資料の貸出や、活動場所の確保・平成 24 年度

から継続開催しているボランティア等対象の読み聞かせ講座・主催事業のサポート・ボ

ランティア保険への加入等を行った。また、今後も情勢を鑑みたボランティア活動の在

り方や実施方法についてグループ・図書館で共に検討を続けていく 

 

＊課題 

活動が制限される中でもあり、中富総合会館図書室ボランティアの発掘・育成につい

ては、具体的な成果は得られなかったこと、また、既存のグループも会員の高齢化等に

よって人数は横ばいまたは減少傾向にあることなど、併せて今後の課題とする。ボラン

ティア養成に係る講座は、既存ボランティアの育成、新規ボランティアの開拓の面から

も必要な事業であり、今後の情勢により開催方法を検討する。今後も引き続き、広報活

動や状況を鑑みながら事業を展開し発掘と養成も含めた支援に取り組んでいく。 

 

(6)図書館機能の充実 

①町立図書館 

＊事業概要 

町立図書館は生涯学習の場における情報の拠点として、人々の学習活動を支援するた

め、概ね次の事業を行いながら運営されている。 

・資料の収集、整理、保存    ・資料の館内閲覧及び視聴、貸出サービス 

・資料の複写サービス      ・調査相談(レファレンス)サービス 

・児童・生徒に対するサービス  ・学習機会の提供 

・ボランティア等との連携    ・運営に関する広報活動 
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・他の図書館、公民館図書室・学校図書館との連携 

決算額   

・図書、雑誌等の資料購入費             6,119,150 円 

・資料収集、整備、保存用消耗品等購入費       829,890 円 

・図書館情報ネットワークシステム維持管理費     2,831,616 円 

・各種事業、利用者サービスに係る諸経費        640,771 円 

・公民館図書室等との搬送経費（公用車燃料費等）     98,772 円 

・施設の維持管理、その他の経費          1,951,305 円 

 

＊成果 

昨年に引き続き、多くの集客が見込まれる教室・講座等の事業の中止や内容変更・縮

小を含め、様々な感染予防対策を徹底する中での運営となった。 

その中にあって、資料の充実や各種サービスの提供には出来得る限り努めた。前年度

の臨時休館中に実施した電話やメール等での予約受付貸出を継続することにより、町民

の読書活動を引き続き支援することができた。図書館内では利用者が求める資料を短時

間で見つけやすくするため、テーマ展示毎の特設コーナーを前年度より更に増やす工夫

を行い、利用者に安心して利用を継続してもらえるよう環境整備を行った。 

その他、利用制限を徐々に緩和しつつ、感染症対策を徹底したうえで下記事業を内容

変更・縮小も含めではあるが実施し、町民の生涯学習活動への一助に努めた。 

実施事業：わたくしのおすすめの一冊展（春・秋２回開催）、 

町内小中学校の児童・生徒によるおすすめ図書の展示、 

予約制での乳幼児・児童向けおはなし会、図書館クイズラリー、 

雑誌譲渡会、みのぶまつりでのブース出展「あおぞら図書館」、 

秋の読書ウィーク ・ブックカバー作成ワークショップ・オリジナル読

書手帖配布・DVD 上映会・児童向け工作キット配布 他 

古文書解読講座、読み聞かせ講座、みんなの読書会 

町内保育施設でのおはなし会の実施 

町内学童・保育所・福祉施設への団体図書貸出サービス 

  新規事業：セカンドブック事業（町内 3歳児とその保護者対象） 

      ：みんなのギャラリー（利用者への館内展示スペースの貸出） 

      ：ミニ移動図書館（町内保育施設で実施） 

特別展示：（「こどもにすすめたい本 110 冊展」「本の福袋展」「科学道 100 冊展」） 

その他、中止となった事業の代替策として実施を始めた『おうちでわくわくワークショ

ップ』事業を継続開催、「子ども・一般向け工作キット」を貸出利用者に配布した。普

段では講座に参加していないという利用者からは特に好評を得たことから、今後の事業

参加を期待させるものとして継続する。 

新規事業として実施したセカンドブック事業は、昨年度作成した「身延町こども読書

活動推進計画」の実施目標に沿ったものである。各所管で行っていた子どもたちへの読

書支援の体系的な整備により、町全体での、幅広くまた遺漏のない支援を推進する計画

だが、図書館でもこの計画を軸に、今後もより一層子どもたちへの読書支援を推進して

いく。 
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『みんなのギャラリー』は賑わいの創出と新規利用者増を目指し準備していた事業

であるが、コロナ禍のため延期していたもの。本を参考に利用者が作成した手工芸作品

等を関連資料と併せて展示するもの。展示期間は 1～２ヶ月で今年度は「木彫の仏さま

展」など４つの展示を行ない好評を得た。 

 

＊課題 

・所蔵資料の充実について：図書館サービスの基本であり、今後も蔵書構成や利用者の

ニーズを鑑みつつ多種多様な資料の収集に務める。利用者の「知りたい」に応えるサー

ビスの様々な形を検討し実施していく。 

・資料搬送のネットワーク化について：学校を含んだネットワークについては、公民館

図書室を中継点とする、などの運用形態を模索しながら引き続き課題とする。 

・各種事業、利用者サービスについて：課題としていたコロナ禍で来館を控えている町

民へ本を届けるアウトリーチサービスを検討し、「ミニ移動図書館」を 1 保育所でプレ

実施し好評を得た。次年度は更に実施箇所や回数増を目指し更なる事業展開を検討する。

また、同じく課題とした図書館未利用者の開拓や各種事業の参加増を図るためのＳＮＳ

の活用についてと、一方でＳＮＳに触れる機会の少ない層への情報提供方法についても

引き続き検討を継続する 

以上の課題の解決に努め、今後も生涯学習の拠点として町民の学習活動を支援する 

サービスを展開していく。 

 

②中富・下部公民館図書室 

＊事業概要 

公民館図書室は図書資料等を収集・保存し、利用に供し、地域での読書活動や住民へ

の情報提供の場として、また、学習活動を支援する場として、町立図書館等と連携する

中で運営されている。 

主な業務内容  

ア）資料の収集、整理、保存 イ）資料の館内貸出サービス ウ）児童・生徒に対す

るサービス エ）他の市町村の図書館、町立図書館、学校図書館との連携 

・中富総合会館図書室 

決算額：730,341 円（図書、雑誌等の資料購入費） 

・下部公民館図書室 

決算額：288,218 円（図書、雑誌等の資料購入費） 

 

＊成果 

コロナ禍での制限付開館ではあったが、各公民館図書室において、感染症対策の徹底、

資料の充実や、利用者の求める資料が見つけやすい展示の工夫、各種サービスの提供を

行うことができた。また、町立図書館との連携を通して町民の学習活動を支援するため

に、図書の相互貸借等、機能の充実を図ることができた。 

 

＊課題 



 

17 
 

 

公民館図書室の利用促進については、図書室毎の利用のニーズを鑑みながら蔵書構

成を充実させることや、展示の工夫、また、運営業務全般に関する広報活動の推進など

を図るとともに、町立図書館・公民館図書室との物流についても円滑な運用を図り施設

の活性化につなげていく必要がある。またコロナ禍により、近くの施設利用に目を向け

始めた町民が来館を継続できるよう、安心安全して利用できるサービスについて、町立

図書館と連携しながら創意工夫して、その提供方法を引き続き検討していく。 

 

2.スポーツの振興 

(1）生涯スポーツの推進 

①スポーツ推進審議会の開催 ※令和４年度は開催なし 

＊事業概要 

 スポーツ推進審議会は、スポーツ基本法に基づき設置されており、教育委員会からの

諮問に応じて、スポーツの推進に関する事柄を調査審議し建議する。 

 

＊課題 

多数保有する体育施設の管理運営について、今後は施設の老朽化や使用状況を精査し、

長寿命化、廃止等について審議していただく機会を設け、施設整備計画の策定に重点を

おき取り組む。 

 

②スポーツ推進委員会の開催 

＊事業概要 

・スポーツ推進委員 

定数 20 人に対して、19 人に委嘱をしている。県スポーツ推進委員連絡協議会実技

研修会を始め、峡南ブロックの研修や地域の行事に参加、地域集落への軽スポーツ普

及指導のほか、駅伝大会等へ協力をしている。その他、定例会を毎月開催している。 

決算額：384,000 円（推進委員報酬） 

 

＊成果 

委員自ら資質の向上を目指すため各種研修会に参加し、自己研鑽にも努めている。町

で開催されるスポーツ事業の運営や、地域の軽スポーツ・レクリエーション教室などで

指導を行い、地域の健康づくりを支援している。 

 

＊課題 

 集落への軽スポーツ普及指導などを行ってはいるものの、住民へのスポーツ活動促進

の働きかけが十分ではなく、さらに理解を深めるための活動方法を検討する必要がある。 

 

 

(2)スポーツ事業の展開 

＊事業概要 

ア）第 59 回山梨県一周駅伝競走 
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  期日：令和 4年 12 月 3 日（土）・4日（日） 

場所：県内 走行距離 153.9ｋｍ（19 区間）（災害で 1 区間飛ばし） 

参加：18 チーム 

※例年古関出張所が第 14 中継所となり、施設の使用と関係者による運営協力を行 

っている。 

※本町からは、西八代・南巨摩チームの選手として 4 人が 4 区間に出場し、6 位と

いう両郡合同チーム体制になってから最高の成績に貢献した。 

イ）みのぶスポーツフェスタ 2022  

新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見えない状況が続いていたため、みのぶ健

康マラソンを中止とし、みのぶまつり内において軽スポーツ体験のみを実施した。 

実施種目：輪投げ、ペタンク、ラダーゲッター、ターゲットバードゴルフ 4 種目 

     ※輪投げについては、甲斐サミット～輪投げチャレンジの集い～を兼ね

て開催した。 

参加者数：196 人（受付者数） 

ウ）第 71 回富士川駅伝競走 

  令和 5 年 2 月 12 日（日）に市川三郷町の「みたまの湯」から身延町の「身延町総

合文化会館」までの区間で開催予定だったが、新型コロナウイルスまん延防止のた

め中止となった。 

エ）下山小プール町民一般開放事業 

  令和 4年 7月から 8 月に開放予定だったが、新型コロナウイルスまん延防止のため

中止とした。 

オ）子ども水泳教室 

下山小学校プール開放事業の期間中に希望者を募り開催予定だったが、新型コロナ

ウイルスまん延防止のため中止とした。 

カ）ＳＵＰジュニアユースチャンピオンシップ継承 

  新型コロナウイルスまん延防止のため中止となった。 

 

＊成果 

新型コロナウイルスまん延防止のため、中止となる事業が多い中、みのぶスポーツフ

ェスタ 2022 および第 59 回山梨県一周駅伝競走については、規模縮小、感染防止措置を

とり開催することができた。町内における大会の開催は、町民のスポーツへの関心を高

め、スポーツ意識の向上や健康の増進に繋がっている。 

 

＊課題 

新型コロナウイルス感染症拡大前に開催していた下山小プール一般開放事業は参加

者に好評であり、同時開催の水泳教室も、参加者からは水泳能力の向上に繋がったとの

声も多く好評であったため、今後事業を継続していく。 

また、他にも開催できなかった事業が複数あったが、今後も多くの人が参加しやすい

大会等を計画し、スポーツを楽しめる場を提供していく必要がある。 
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 (3）スポーツ活動への支援 

①スポーツ団体等の支援 

＊事業概要 

 生涯スポーツを実践する団体等の活動を支援するため、補助金を交付する。 

・補助金 

スポーツ協会活動事業補助金：3,000,000 円 

※令和 2 年度から名称を「体育協会」から「スポーツ協会」へ変更 

県外スポーツ大会出場事業（全国・関東選手権大会）補助金：431,042 円 （1 個人：

全国大会出場、2団体：全国・関東大会出場） 

・負担金 

  第 59 回山梨県一周駅伝競走負担金：50,000 円 

  第 71 回富士川駅伝競走負担金：0円 中止のため支払いなし(実施の場合 50,000 円) 

 

＊成果 

補助金により個人負担の軽減が図られ、負担金により円滑な大会運営が行われた。 

スポーツ協会の組織強化や各種大会への参加によって、町民の体力向上やスポーツ意

識が高まり、明るい町づくりに大きな役割を果たした。 

 

＊課題 

 スポーツ協会補助金については、機械器具等整備事業補助金、競技力向上事業費補助

金があるが、機械器具に 2件の申請があった。引き続き関係団体への周知を図っていく

必要がある。また、スポーツを通した健康づくりの拠点整備やスポーツによる町の活性

化についての調査研究を進めて行くことが必要である。 

 

②スポーツ少年団指導者の育成 

＊事業概要 

 スポーツ少年団指導者による連絡協議会において研修、情報交換、育成事業などを行

い、スポーツ少年団の健全育成のために指導者の資質の向上を図る。 

 

＊成果 

 スポーツ少年団町内交流事業については、新型コロナウイルスまん延防止のため中止

とした。 

 

＊課題 

 町内のスポーツ少年団は、休部などにより平成 28 年度それまでの 10 団体から 8 団体

に減少し、団員数も減っている団体が多い。また、令和元年度をもって 1団体が休部す

る報告があった。令和 3 年度からソフトボールが新規に登録を行い 1 団体増加したが、

今後も指導者の育成も含め、団員の確保のために広域的な連携をとりながら今後の方策

を検討していく必要がある。 
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現状のスポーツ少年団 

  野球：1 団 柔道：1団 テニス：1 団 空手：2団 

 剣道：1団 サッカー：1団 ソフトボール：1団   計 8 団 

 

(4)体育施設の管理運営 

①体育施設の管理運営 

＊事業概要 

 安心安全な施設を提供し、良好な利用環境を整え効果的な施設運営を図る。 

ア）体育施設の鍵管理 

     13 施設(下部体育館、下部町民運動場、下部町民体育館、身延小学校体育館、身延

町民テニスコート、身延町民体育館、大河内体育館、下山野球場、下山小グラウンド、

下山グラウンド、下山小学校体育館、豊岡体育館、八木沢グラウンド）の鍵（ナイタ

ー照明含む）の貸出を 5 者に委託している。 

     鍵管理業務委託料 633,600 円 

イ）遅沢スポーツ広場・体育施設の管理業務 

  施設の利用受付、用具の貸出、施設内の芝の刈り込み、清掃等の維持管理業務を公

益社団法人峡南広域シルバー人材センターに委託している。 

  委託料 2,589,552 円 

ウ）施設の整備 

  下部町民グラウンドトイレ解体工事、下部町民グラウンド浄化槽設置及びトイレユ

ニット設置工事、下部体育館トイレ修繕工事及びトイレユニット設置工事を行った。 

その他施設修繕、乗用トラクター等整備用機械器具の修繕等、計 27 件の整備を行っ

た。 

  令和 4年度に要した工事費及び修繕費  26,689,412 円 

グラウンド等整備費  2,193,285 円 

 

＊成果 

鍵の管理委託については、支所の日直業務廃止に伴い施設数が増加したが、利用者が

施設の近くで鍵が借りられるように便宜を図っている。遅沢スポーツ広場の管理業務委

託により現地での施設利用申込みと道具の貸出をしており利用者の利便性が増してい

る。また、適切な施設の維持管理作業及び修繕により良好な状態で管理できている。 

 

＊課題 

グラウンド、体育館、夜間照明施設の現状と課題 

利用者数： 身延地区：36,095 人 中富地区：13,079 人 

      下部地区：10,789 人（延べ人数） 

使用料収入計：   1,182,100 円 

 電気料：      7,046,053 円 

施設の老朽化などによる修繕は 10 件あった。数多くある体育施設は維持管理が課題

であり、避難場所指定との調整も今後必要である。 
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②勤労青年センターの管理運営 

＊事業概要 

株式会社富士川倶楽部と平成 28 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで指定管理業

務協定を締結していたが、令和元年度からは直営で管理している。 

決算額：400,119 円 

 

＊成果 

現在、施設の維持管理作業及び修繕を行っているが、グラウンドは貸出不可となって

おり、管理棟、体育館においては、大規模な改修を行わなければ通常の使用ができない

状況となっている。 

 

＊課題 

今後、施設を使用していくためには老朽化による大規模修繕が必要となるため、施設

の廃止も含め検討していかなければならない。ただし、廃止するためには借地部分の手

続きが必要になる。 

 また、グラウンドについては、平成 30 年度台風災害のため貸出し不可となり、条例

より除外したため管理部署が不明となっているが、これまでの経過により生涯スポーツ

担当が管理を行っている。借用の問い合わせもあることから、町として利用方法を協議

していく必要がある。 

 

 

③健康増進施設整備事業 

＊事業概要 

下部温泉会館の老朽化に伴い、新たな施設として、温泉を使用し療養、保養、休養を

目的とした日帰り型温泉施設と合わせて、幅広い年齢層の健康保持や体力向上を目的と

したスポーツジムを併設する複合的な健康増進施設の整備を行う。PFI 事業により民間

事業者の経営能力を活用し、経済性に優れ、利便性の高い施設整備を計画している。 

 

＊成果 

歴史のある下部温泉を使用し療養、保養、休養を目的とした日帰り型温泉施設と合わ

せて子どもから高齢者まで幅広い世代の方々が健康の保持や体力向上を目的としたス

ポーツジムを併設する複合的な施設とし温泉やトレーニング施設を利用して、健康づく

り・体力づくりなど町民がいきいきと健やかに暮らせるまちづくりの一環として、高齢

者の健康維持、中高年の生活習慣病の予防、健康寿命の延伸、あらゆる世代の健康と憩

の場を提供する地域の特性を活かした施設を目指し整備計画を推進する。 

また、民間事業者の経営上のノウハウや技術的能力の活用による良質なサービスの提

供、設計、建設・維持管理・運営を扱うことによる事業コストの削減が期待できる。 

決算額 

 ・健康増進施設上下水道引込管布設工事         4,678,300 円 

 ・健康増進施設奥の湯温泉管布設工事         87,153,000 円 
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 ・健康増進施設建設地内廃材処分工事          1,287,000 円 

 ・健康増進施設温泉管布設工事に伴う舗装本復旧工事   1,882,100 円 

 ・雨河内源泉遠方監視装置整備工事           3,674,000 円 

 ・ＪＲ仮眠宿舎解体工事【前払金】           1,000,000 円 

 ・健康増進施設 簡易水道加入負担金           495,000 円 

 ・健康増進施設 下水道事業受益者負担金        1,350,000 円 

 ・貯湯槽施設 下水道事業受益者負担金          150,000 円 

 ・下部奥の湯温泉加入負担金（１６口分）       10,560,000 円 

 ・ＪＲ仮眠宿舎物件補償費               6,270,220 円 

 ・雨河内源泉水中ポンプ及びガスセパレーター設置工事 14,840,600 円 

 ・健康増進施設温泉管布設工事（４工区）        6,576,700 円 

 

＊課題 

令和５年４月末のオープンに向けて施設の設計、建設、運営計画等について事業者と

協議を進めていく。 

また、温泉やスポーツジムを併設する複合的な集客施設であるため新型コロナウイル

ス感染拡大が心配となるが、一日も早く終息に向かうことに期待し計画どおり整備を推

進する。 

 

2 節 明日を担う人づくり 

1.学校教育の充実 

(1）学校教育環境の整備充実 

①地域ぐるみ学校安全体制整備事業（スクールガードリーダー） 

＊事業概要 

学校内において、児童生徒等が安全で安心な環境で学習活動等に取り組むことに加え、

登下校中においても同様に児童生徒等の安全を確保する必要がある。しかし、近年、子

どもが犯罪に巻き込まれる事件や事故が発生しており、通学路を含めた学校の安全確保

は重要な課題となっている。 

このような状況を受け、地域ぐるみで子どもの安全を守るための環境整備を推進する

ため、平成 18 年 6 月から、2人のスクールガードリーダーを委嘱し、小学校における登

下校の安全指導を行うほか、教職員、交通指導員、ボランティアで見守りを行っている

地域住民等が連携し、交通安全教育、啓発活動等の取り組みを実施している。 

スクールガードリーダーは、主として学校周辺を登下校の時間帯にそれぞれ 2時間程

度、ルートを設定しローテーションで巡回している。 

決算額：1,172,735 円（人件費） 

 

＊成果 

町内においては重大な事件・事故は発生していない。交通安全の確保に留まらず、防

犯上も大きな安心をもたらしている。 
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＊課題 

学校ごとの交通環境や危険箇所を再確認するとともに、児童への交通安全教育を進め、

通学時における安全確保に努める必要がある。スクールガードリーダーと見守り隊とが

協力し、通学路の危険箇所の確認や児童への交通安全教室を開催しているが、全ての危

険箇所の解消には至っておらず、引き続き解消に向け取り組む必要がある。 

 

②学校施設環境整備事業 

＊事業概要 

学校施設は、児童生徒の学習・生活の場として、豊かな人間性を育むために重要な意

義を持つとともに、災害時には地域の人々の避難場所としての役割をも果たすことから、

その安全性の確保は極めて重要であり、経年劣化により発生する学校施設の損傷、機能

低下に対し必要な措置を講じ、教育環境の改善を図っていかなければならない。 

身延中学校新校舎建設計画については、建設用地を現在の下山小学校南側に地権者並

びに権利者の皆様のご理解とご協力により確保し、新学校給食センターについても、下

山分館南側の町有地を建設用地とし基本設計をはじめとする諸手続き・諸準備等の業務

を進めた。両施設について、令和 3 年度には実施設計を取りまとめ、工事発注をする準

備を行った。 

厳しい財政状況にあるが、良好な教育環境を維持するため、最小経費で最大効果が得

られるよう手法・工法等を検討しながら施設整備を実施している。 

 

＊成果 

限られた予算の中で、毎年、校舎・体育館等の修繕や改修を実施している。令和 4年

度においては、下山小学校外壁タイル修繕、防犯灯修繕工事を行った。また、身延中学

校新校舎及び新学校給食センターについて、令和 3年度に実施設計を取りまとめ、令和

4 年度に継続費事業として工事発注を行った。令和 6 年 4 月の開校に向けて、国道から

の進入路となる町道本町富山橋線の現道拡幅工事を行うため、測量設計業務を行った。

また、令和 5 年度の 2学期からの身延給食センター移転に伴い、身延小学校の給食受入

口を整備するため、改修設計業務を行った。身延中学校新校舎建設に向けて、計画どお

り建設に向けた事業が進んでおり、児童生徒にとって、安心・安全な教育の場を確保で

きる環境づくりを計画的に進めている。 

決算額 

・下山小学校外壁タイル修繕工事            2,530,000 円 

・下山小学校防犯灯修繕工事               206,800 円 

 ・町道本町富山橋線道路測量調査設計業務委託     11,907,500 円 

・身延中学校新校舎建設用地確定測量業務委託      4,227,300 円 

 ・身延中学校新校舎等建設工事監理業務委託      16,298,400 円 

 ・水質検査業務委託                   534,600 円 

 ・身延中学校新校舎等建設用木材管理運搬業務委託     220,000 円 

 ・身延中学校新校舎手摺挟み込み用和紙制作業務委託   1,000,000 円 

 ・身延中学校新校舎建設工事【前払金】        387,200,000 円 
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 ・身延中学校新校舎電気設備工事【前払金】      33,240,000 円 

 ・身延中学校新校舎機械設備工事【前払金】      43,880,000 円 

 ・水道管布設工事に伴う舗装本復旧工事         6,834,300 円 

 ・身延中学校新校舎等建設に伴う外構工事        1,276,000 円 

 ・身延中学校新校舎等建設に伴う外構工事その２     1,283,700 円 

 ・身延中学校新校舎等建設に伴う誘導標設置工事      825,000 円 

 ・身延町学校給食センター建設工事          210,918,180 円 

 ・身延町学校給食センター電気設備工事        46,860,000 円 

 ・身延町学校給食センター機械設備工事        99,000,000 円 

 ・身延小学校給食受入口改修設計業務委託         431,200 円 

 

＊課題 

平成 30 年 5 月策定の「身延町立学校施設整備計画」に基づき、身延中学校の新校舎

建設については用地を現在の下山小学校南側に確保、新学校給食センターの用地につい

ても下山分館南側の町有地と決定している。今後、社会情勢の中で、ウクライナショッ

ク等による物価上昇や納品の遅延等が懸念されるが、計画どおり、両施設が建設・竣工

できるように工事を進めることが必要である。 

既存の施設についても、従来の経年による機能・性能の劣化に対応して修繕をする事

後保全型から、劣化する前に大規模な改修を行う予防保全型により、コストを抑えなが

らそれぞれの学校が均衡を保ち教育環境を確保し、子どもたちが安心・安全で継続的に

学校施設を利用できるよう、計画的な整備を行う必要がある。 

また、統合により閉校となった学校施設については、社会体育施設に転用し引き続き

利用していくほか、身延町未利用公共施設活用検討委員会からの提言を参考に、利活用

について検討を進める。 
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【校舎等建築参考資料】 

管内小中学校施設一覧表 

番
号 学校名 建物区分 建築年月 構造 

保有面積 耐震診断 

改修状況 

大規模改 

造の有無 
備考 

（㎡） 

1 身延清稜小学校 

校舎 Ｓ 61.3 ＲＣ-3 2,000 新耐震 Ｈ29 
 

体育倉庫 Ｈ 4.9 Ｗ-1 45     
 

屋内運動場 Ｓ 54.3 Ｓ-1 509 Ｈ11 改修 Ｈ11 
 

2 下山小学校 

校舎 Ｈ 18.8 ＲＣ-2 3,154 新耐震 無 
 

体育倉庫 Ｈ 19.1 ＲＣ-1 40 新耐震 無 
 

屋内運動場 Ｈ 18.8 Ｓ-1 1,193 新耐震 無 
 

3 身延小学校 

校舎 Ｓ 54.3 ＲＣ-3 2,326 診断ＯＫ Ｈ22 
 

校舎 Ｓ 54.3 ＲＣ-2 725 診断ＯＫ Ｈ22 
 

屋内運動場 Ｓ 36.12 Ｓ-1 949 診断ＯＫ Ｈ22 
 

4 身延中学校 

校舎 Ｓ 46.3 ＲＣ-3 1,764 
Ｈ11 改修 

Ｈ1～3 Ｈ27大規模改造 

校舎 Ｓ 46.8 ＲＣ-3 2,923 Ｈ1～3 Ｈ27大規模改造 

ポンプ室 Ｓ 46.8 Ｓ-1  28   Ｓ61  
 

 

 

廃校となった小中学校施設一覧表 

番
号 学校名 建物区分 建築年月 構造 

保有面積 耐震診断 

改修状況 

大規模改 

造の有無 
備考 

（㎡） 

1 久那土小学校 

校舎 
Ｓ 63.3 ＲＣ-3 

2,081 
新耐震 無 

H29.3 廃止 

給食室 294 給食室（厨房+食堂）あり 

屋内運動場 Ｈ 9.3 Ｓ-1 830 新耐震 無 
久那土中から転用 

H29.4 から社会体育施設 

2 下部小学校 

校舎 

Ｓ 62.3 ＲＣ-3 

2,792 

新耐震 無 

H29.3 廃止（民間へ貸出） 

給食室 373 
給食室（厨房+食堂）あり 

（民間へ貸出） 

屋内運動場 Ｈ 11.2 Ｓ-1 854 新耐震 無 
下部中から転用 

H29.4 から社会体育施設 

3 静川小学校 

校舎 Ｓ 59.3 ＲＣ-3 1,950 新耐震 無 H24.3 廃止（地域へ貸出） 

  Ｈ 9.1 Ｗ-1 28     
 

屋内運動場 Ｓ 57.3 Ｓ-1 680 新耐震 無 H24.4 から社会体育施設 

4 原小学校 

校舎 Ｓ 63.3 ＲＣ-3 2,000 新耐震 無 H29.3 廃止（あけぼの大豆拠点施

設で利用）   Ｓ 63.3 Ｓ-1 50 新耐震 無 

屋内運動場 Ｓ 58.3 Ｓ-1 680 新耐震 無 H29.4 から社会体育施設 

5 豊岡小学校 
校舎 Ｓ 56.3 ＲＣ-2 1,763 診断ＯＫ 無 H22.3 廃止（民間へ貸出） 

屋内運動場 Ｓ 40.9 Ｓ-1 700 診断ＯＫ 無 H22.4 から社会体育施設 

6 大河内小学校 

校舎 Ｓ 48.3 ＲＣ-3 2,199 Ｈ12 改修 Ｈ12 H30.3 廃止 R3 から複合施設 

  Ｓ 49.1 ＲＣ-3 460 Ｈ12 改修 Ｈ12 R2 解体 

屋内運動場 Ｓ 45.3 Ｓ-1 849 Ｈ9 改修 Ｓ62 H30.4 から社会体育施設 

7 久那土中学校 
校舎 Ｈ 5.8 ＲＣ-3 2,380 新耐震 無 H28.3 廃止（民間へ貸出） 

屋内運動場            H28 久那土小に転用 

8 下部中学校 

校舎 Ｓ 56.5 ＲＣ-3 1,289 新耐震 無 H28.3 廃止 

  Ｓ 56.5 ＲＣ-2 1,057 新耐震 無 
 

屋内運動場            H28 下部小に転用 

9 中富中学校 

校舎 Ｓ 48.3 ＲＣ-3 1,165 Ｈ10 改修 Ｈ1 H28.3 廃止（民間へ貸出） 

  Ｓ 49.3 ＲＣ-3 1,800 Ｈ10 改修 Ｈ2 
 

技術室 Ｓ 49.3 ＲＣ-1 280 診断ＯＫ   H28.3 廃止（民間へ貸出） 

  Ｓ 50.3 Ｓ-1 53     
 

屋内運動場 Ｓ 49.3 Ｓ-1 760 診断ＯＫ Ｈ5 H28.3 廃止（民間へ貸出） 
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【平成 18～令和 4 年度 学校関連主要建設・建築事業】 
年度 項目 事業費(千円) 内  容 

18 小学校管理費 18,480 空調機器設置工事(身延西小・南小・東小) 18,480 

 下部小学校管理費 1,181 校庭排水工事 1,181 

 西嶋小学校管理費 1,071 校舎前舗装工事 1,071 

 下山小学校建設事業費 1,150,351 

 

 

 

 

 

 

 

屋外プール校舎棟、屋内運動場及び外構工事管理業務委託 

敷地確定測量、登記事務委託 

ネットワーク機器整備工事設計監理業務委託 

旧校舎棟解体工事設計監理業務委託 

校舎棟新築工事 

屋内運動場新築工事 

屋外プール新築工事 

外構工事 

ネットワーク機器整備工事 

旧校舎棟解体工事 

施設備品及び教材備品 

18,082 

3,195 

500 

1,417 

443,947 

157,854 

83,790 

391,272 

3,570 

24,990 

21,734 

     

19 小学校管理費(西嶋小学校) 12,932 西嶋小学校体育館屋根改修工事 工事請負費 

設計管理委託 

11,970 

962 

     

20 小学校管理費(静川小学校) 15,592 静川小学校体育館屋根改修工事 工事請負費 

設計管理委託 

14,857 

735 

     

21 教育総務費 64,607 身延町立小中学校ガラス飛散防止対策工事 

設計管理委託 

61,194 

3,413 

     

22 小学校管理費(身延小学校) 150,155 身延小学校大規模改造工事 

管理業務委託料(屋内運動場改修工事含) 

身延小学校屋内運動場改修工事 

身延小学校屋内運動場下水道接続工事 

身延小学校プール下水道接続工事 

身延小学校浄化槽撤去工事 

99,001 

2,415 

45,831 

860 

1,050 

998 

     

23 教育委員会費 84,746 大規模改造工事(空調)下部小、西嶋小、静川小、原小、 

大河内小、久那土中、身延中、中富中 

大規模改造工事(空調)監理業務委託 

旧下山中校舎等撤去工事 

旧下山中校舎等撤去工事監理業務委託 

 

63,242 

1,295 

19,789 

420 

中学校管理費 9,996 身延中学校下水道接続工事 9,996 

     

24 小学校管理費 8,645 身延小学校消火栓配管改修工事 

町内小学校特殊建築物定期調査及び外壁調査 

4,935 

3,710 

中学校管理費 1,043 町内中学校特殊建築物定期調査及び外壁調査 1,043 

     

25 小学校管理費 1,355 大河内小学校滑り台新設工事 

原小学校校庭階段及び転落防止柵改修工事 

662 

693 

中学校管理費 542 久那土中学校グラウンド整備工事 542 

     

26 小学校管理費 5,344 小学校遊具修繕 

下部小学校浄化槽修繕 

身延小学校電話機修繕 

下山小学校プール水槽修繕 

963 

2,178 

1,339 

864 

中学校管理費 503 下部中学校受水槽補修 503 

     

27 小学校管理費 1,331 町内小学校特殊建築物定期調査 1,331 

中学校管理費 120,615 町内中学校特殊建築物定期調査 

身延中学校改修工事 請負工事費 

設計業務 

監理業務     

742 

111,157 

4,061 

4,655 

     

28 小学校管理費 33,355 西島小学校小規模改修工事 

西島小学校小規模改修工事設計・管理業務 

身延清稜小学校大規模改修工事設計業務 

西島小学校入口通学路道路改良工事（ＳＢ発着所含む） 

下山小学校スクールバス発着所工事（舗装） 

下山小学校スクールバス発着所工事（電気） 

下山小学校外壁タイル他修繕工事 

7,757 

1,026 

3,229 

6,409 

7,374 

1,296 

6,264 

中学校管理費 1,988 身延中学校エアコン移設工事 1,998 
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29 小学校管理費 141,242 身延清稜小学校大規模改修工事 

身延清稜小学校大規模改修工事・監理業務 

身延小学校校舎改修工事設計業務 

身延小学校屋外プール改修工事設計業務 

身延小学校内部小規模改修及び駐車場整備工事 

身延小学校教室エアコン設備工事 

身延小学校黒板改修工事 

118,150 

3,240 

3,942 

497 

7,809 

1,242 

6,362 

     

30 小学校管理費 86,303 身延小学校校舎改修工事 

身延小学校校舎改修工事監理業務 

身延小学校屋外プール改修工事 

身延小学校屋外プール改修工事監理業務 

身延中学校特別教室他空調・電気設備工事 

身延中学校新校舎建設予定地 用地測量業務 

身延中学校新校舎建設予定地 不動産鑑定業務 

43,200 

1,944 

12,528 

864 

21,600 

5,344 

823 

 

R1 小学校管理費 9,130 身延清稜小学校  防犯カメラ設置工事 

身延小学校      防犯カメラ設置工事 

身延中学校   防犯カメラ設置工事 

2,898 

3,253 

2,979 

中学校管理費 4,517 身延中学校校舎耐力度調査業務委託 

身延中学校新校舎建設予定地物件補償費調査業務委託 

2,508 

2,009 

 

R2 小学校管理費 63,447 身延清稜小学校屋外プール管理棟及び観覧棟屋根塗装修繕

工事 

身延清稜小学校屋外プールフェンス取替工事 

身延小学校グラウンド照明設備設計業務 

身延小学校グラウンド整備設計業務 

身延小学校渡り廊下土間及び水路改修工事 

身延小学校空調機設置工事 

身延小学校体育倉庫他解体工事 

身延小学校グラウンド照明設備工事（前払金） 

身延小学校グラウンド水路改修工事（前払金） 

情報通信ネットワーク環境施設整備工事 

902 

 

8,766 

1,617 

7,150 

2,350 

274 

2,970 

18,480 

4,240 

16,698 

中学校管理費 173,375 身延中学校新校舎等建設基本設計及び実施設計業務委託 

身延中学校新校舎等建設予定地測量設計業務委託 

身延中学校新校舎等建設予定地地質調査業務委託 

身延中学校新校舎建設用地費 

身延中学校新校舎建設用地内物件移転補償金 

73,797 

16,042 

6,243 

52,432 

24,861 

 
R3 小学校管理費  身延小学校校内放送設備修繕工事 

身延小学校グラウンド整備工事 

身延小学校グラウンド水路改修工事 

身延小学校グラウンド照明設備工事 

1,229 

108,361 

8,943 

28,418 

中学校管理費  身延中学校新校舎等建設基本設計及び実施設計業務委託 

身延小学校新校舎等建設地造成工事現場技術監理業務委託  

身延中学校新校舎等建設用木材乾燥製材加工運搬業務委託 

身延中学校新校舎等建設用木材管理運搬業務委託 

身延中学校新校舎等建設用木材積込運搬業務委託 

身延中学校新校舎等建設に伴う配水管布設工事 

身延中学校新校舎等建設に伴う送・配水管布設工事 

90,196,700 

3,887,400 

7,699,052 

3,058,000 

518,182 

12,701,700 

27,584,700 

 
R4 小学校管理費  下山小学校外壁タイル修繕工事 

下山小学校防犯灯修繕工事 

2,530 

207 

中学校建設費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町道本町富山橋線道路測量調査設計業務委託 

身延中学校新校舎建設用地確定測量業務委託 

身延中学校新校舎等建設工事監理業務委託 

水質検査業務委託 

身延中学校新校舎等建設用木材管理運搬業務委託 

身延中学校新校舎手摺挟み込み用和紙制作業務委託 

身延中学校新校舎建設工事（前払金） 

身延中学校新校舎電気設備工事（前払金） 

身延中学校新校舎機械設備工事（前払金） 

水道管布設工事に伴う舗装本復旧工事 

身延中学校新校舎等建設に伴う外構工事 

身延中学校新校舎等建設に伴う外構工事その２ 

身延中学校新校舎等建設に伴う誘導標設置工事 

11,908 

4,227 

16,298 

535 

220 

1,000 

387,200 

33,240 

43,880 

6,834 

1,276 

1,284 

825 

給食センター建設費 

 

 

 身延町学校給食センター建設工事 

身延町学校給食センター電気設備工事 

身延町学校給食センター機械設備工事 

210,918 

46,860 

99,000 

教育委員会学校管理費  身延小学校給食受入口改修設計業務委託 431 
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③スクールバス運行事業 

＊事業概要 

学校と居住地が遠く離れているため、徒歩通学が困難で、かつ公共交通機関が十分に

整備されていない地域、また学校統合による遠距離からの通学者に対し、町が独自にス

クールバスを運行して児童生徒の登下校をサポートしている。 

① 古関、久那土、静川地区児童の身延清稜小への輸送 

② 下部、原地区児童の下山小への輸送 

③ 豊岡、大河内地区児童の身延小への輸送 

④ 久那土、下部、中富、下山地区生徒の身延中への輸送 

決算額：112,235,321 円 

① 身延清稜小： 11,195,580 円（運行委託料、車両運行費） 

② 下 山 小： 22,159,005 円（運行委託料、車両運行費） 

③ 身 延 小： 24,150,280 円（運行委託料、車両運行費） 

④ 身 延 中： 54,730,456 円（運行委託料、車両運行費） 

対象者数及び運行起終点： 

① 身延清稜小：20 人（下田原、古関⇔身延清稜小  2 系統） 

② 下 山 小：61 人（大曽里、大炊平、一色、八日市場⇔下山小  4 系統） 

③ 身 延 小：73 人（八木沢、和田、角打、横根⇔身延小 4 系統） 

④ 身 延 中：74 人（古関、切房木、西嶋、寺沢⇔身延中 4 系統） 

運行の性質：統合条件によるもの。 

 

＊成果 

学校ごとにスクールバス安全運行会議を開催して協議した結果、安全運行を最優先と

しつつ乗降場所や路線の変更等、柔軟で効率的な運行形態を確立することができた。 

 

＊課題 

 町内 4 小中学校で 14 系統のスクールバスを運行しているため、多額な費用負担が生

じており経費節減を模索している。また、冬季や大雨などで路面状況の悪い時の運行を

確実に行うため、運行関係者の連携強化を進めている。なお、生徒数の減少に伴い、令

和 2 年度から身延中学校スクールバスは、5 路線から 4 路線に変更して運行し、余剰バ

ス 1台は身延中学校スクールバス運行委託事業者に管理していただいている。 

 

④山間地児童生徒送迎用タクシー運行事業 

＊事業概要 

 学校と居住地が遠く離れているため徒歩通学が困難で、かつ公共交通機関が整備され

ていない地域からの通学者に対し、町がタクシーによる通学支援を行う事業である。 

日向南沢地区から身延清稜小へ、中山・小原島地区から下山小へ、宮木・遅沢・小原

島地区から身延中へ通う児童生徒の登下校時にタクシー輸送を行っている。 

決算額：9,127,900 円 
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① 身延清稜小：    868,640 円 

② 下 山 小： 1,668,700 円 

③ 身 延 中： 6,590,560 円 

学校毎の対象者数及び運行起終点： 

① 身延清稜小：3人（日向南沢⇔身延清稜小） 

② 下 山 小：3人（中山⇔下山小） 

③ 身 延 中：5人（宮木⇔身延中） 

 

＊成果 

上記の予算措置により、安全・安心に登下校できている。 

 

＊課題 

通学手段の変更等、効率的な利用を模索する必要がある。 

 

⑤身延町遠距離通学費補助金交付事業 

＊事業概要 

 学校と居住地が遠く離れている生徒の通学費用の保護者負担軽減を図るため、遠距離

通学費を補助する事業である。 

基本的には、中学校は 6ｋｍ以上を対象に補助し、また特例（学校統合における条件

等）により補助している地域もある。補助金は保護者に対し交付する。 

決算額：身延中→1,843,300 円（電車・バス 28 人）、11,000 円（自転車：清子 1人） 

 

＊成果 

保護者の経済的負担が軽減された。 

 

＊課題 

電車、バス等の運行本数が減少し、生徒にとって利用しにくくなっていることから、

家族等による自家用車での送迎が増えている。また、学校統合による通学環境の変化等

に伴い、スクールバス運行範囲の拡大を望む声が多くなっている。現行の通学支援の方

法にこだわらず、路線バス等の活用など、総合的に方策を検討する必要がある。 

  

 

⑥子育て世代支援事業 

ア）学校給食費の補助 

＊事業概要 

【身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略】に位置付けられている事業で、学校給食

費全額（児童 1人につき１食当たり 290 円、生徒１人につき 1食当たり 340 円）を補助

することにより、子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健全な

育成を支援する。 
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 決算額：身延清稜小   9,711 食   2,816,190 円 

     下 山 小  18,854 食   5,467,660 円 

     身 延 小  24,046 食   6,922,405 円 

     身 延 中   30,863 食  10,431,540 円 

合  計  83,474 食   25,637,795 円 

 

＊成果 

保護者の経済的負担が軽減された。 

 

＊課題 

 今後も子育て世代の経済的負担軽減を継続して行い、支援していく必要がある。 

 

イ）入学支度金 

＊事業概要 

【身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略】に位置付けられている事業で、児童生徒

が小中学校等に入学又は転学する際に、子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、

本町への定住を促進するため、入学支度金を保護者に支給する。 

小学校入学支度金は児童 1 人につき 40,000 円、中学校入学支度金は生徒 1 人につき

70,000 円を支給した。 

決算額： 令和 5年度入学予定者  小学校入学支度金 1,800,000 円  45 人 

                             中学校入学支度金 3,430,000 円  49 人 

 

＊成果 

 入学前の 3 月に支給しており、また、令和 3 年度の入学予定者から、小中学校共に支

度金額を 10,000 円増額したことにより、保護者の経済的負担を軽減できている。 

 

＊課題 

 効果を検証し、必要に応じて見直しをする。 

 

ウ）修学旅行費補助     

＊事業概要 

 【身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略】に位置付けられている事業で、令和元年

度から修学旅行に係る経費を全額補助とした。小学校で実施する合同修学旅行について

60,000 円を限度として町内小学校に在籍する 6 年生の保護者に対し補助した。また、中

学校で実施する修学旅行について 120,000 円を限度として町内中学校に在籍する 3年生

の保護者に対し補助した。  

     決算額： 町内 3小学校      2,399,311 円    

          身 延 中     6,897,854 円 

            合 計        9,297,165 円 
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＊成果 

 保護者の経済的負担が軽減された。 

 

＊課題 

 効果を検証し、必要に応じて見直しをする。 

 

エ）補助教材費公費負担   

＊事業概要 

 【身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略】に位置付けられている事業で、小中学校

で使用する補助教材費に対し、1 人あたり小学校 6 千円、中学校 1 万円を公費負担し、

子育て世代の経済的負担を軽減する。 

 決算額： 身延清稜小     260,360 円   下 山 小     593,650 円 

      身 延 小     718,930 円   身 延 中   1,548,434 円 

                       合 計    3,121,374 円 

＊成果 

 保護者の経済的負担が軽減された。 

 

＊課題 

 効果を検証し、必要に応じて見直しをする。 

 

(2）学校教育内容の充実 

①町単教諭等の配置事業 

＊事業概要 

 令和 4年度は身延清稜小学校で複式学級が生じることとなり、その解消のための町単

講師を配置した。また、児童生徒の状況、県費負担教諭の配置、学校運営の状況など学

校の実情に応じ、少人数指導や専科担当教員の充実等きめ細やかな指導を図るために配

置している。身延清稜小に講師 3名、下山小学校に講師 1 名、身延小学校に町単教諭を

1 名配置した。 

 また、身延中には、1 人の町単講師と、2 名の非常勤講師を配置することで、きめ細

やかな指導や専科担当教員の充実を図った。 

 決算額： 9,332,255 円（給料・時間外手当・通勤手当） 

      1,223,080 円（委託料） 

＊成果 

 身延中では専科担当教員が充実し、免許外担当教員の解消も図られ、きめ細やかな指

導に役立った。小学校においては複式学級の解消の他に、学校運営の状況など学校の実

情に応じ町単講師や町単教諭を配置することで教員の働き方改革の取組の一つとして

の役割も大きい。 
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＊課題 

 町単教諭等の配置については、学校の実情及び教員の働き方改革の観点から継続的な

配置が必要であるが、有資格者の人材確保が課題となっている。 

 

②小中学校特別支援員の配置事業 

＊事業概要 

 文部科学省の 2022 年調べ（前回 2012 年）では、小中学校の普通学級において、ＬＤ

（学習障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）等で特別な支援が必要な児童生徒は

8.8％の割合（前回 6.5％）で在籍しているといわれており、教師のマンパワーだけでは

十分な支援が困難な場合がある。 

 このような状況を踏まえ、様々な障害をもつ児童生徒に対する学校生活上の介助や学

習支援などを行うことを目的とした「特別支援教育支援員」を、平成 19 年度から学校

に配置し学級運営の円滑化を図っている。 

決算額等 

学校名（支援員数） 活用時間 賃金（円） 

身延清稜小（2） 826:50 926,935 

下 山 小（2） 1,067:00 1,506,624 

身 延 小（3） 1,560:20 1,819,250 

身 延 中（3） 1,429:30 1,635,986 

合   計  5,888,795 

 

＊成果 

各学校において、本事業の趣旨を充分理解し最大限に活用されている。児童生徒一人

ひとりに対し、きめ細やかな対応を行い、その持てる力を高め、生活や学習の困難を改

善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援ができた。 

 

＊課題 

保護者との教育相談を具体的な視点で続け、該当児童生徒の成長を共有する必要があ

る。通級指導教室の担当者やスクールカウンセラー等関係者（機関）との連携を図りな

がら、個々に応じた支援を行うとともに、教員個々の資質向上に努めなければならない。 

 

 

③ＩＣＴ整備事業  

＊事業概要 

【身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略】に位置付け、ＩＣＴ教育の充実を図ってき

た。令和 2年度には国のＧＩＧＡスクール構想に基づく事業により、全小中学校の児童

生徒に 1人 1 台のタブレット端末と通信環境の整備を行った。令和 3 年度は、運用を開

始するため各種設定のための環境整備業務を行い、クラウド型の学習ソフトを導入する

ことで活用を図った。ハード面の整備が一気に進んだが、GIGA 環境を有効に活用できる

教職員の育成が課題としてあがったため、令和 4年度には ICT 支援員が導入された。 
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また、オンラインの周辺機器が充実していなかったために、令和 4年度は周辺機器（ワ

イドレンズカメラ・WEB カメラ用卓上スタンド・高感度 USB マイク・モバイルスクリー

ン）の購入しオンライン環境を整備した。 

 

決算額： 4,268,700 円（タブレット端末等リース料） 

1,069,200 円（デジタル教科書及び学習ソフト導入の設定業務委託料） 

     1,643,400 円（デジタル教科書使用料） 

 1,653,850 円（学習ソフト使用料） 

      3,124,000 円（ICT 支援業務委託料） 

       744,480 円（ICT 周辺機器備品購入） 

＊成果 

 令和 2年度には国のＧＩＧＡスクール構想により全小中学校児童生徒に 1人 1台のタ

ブレット端末と通信環境の整備が完了し、令和 3年度から運用を開始した。授業だけで

なく、学習ソフトなどを利用し、端末を持ち帰っての活用も行った。R4 年度に他市町村

に先駆けて ICT 支援員を導入したことにより、小中学校において児童生徒へのサポート

はもちろん、教職員に向けては ICT を活用した授業を実施するための環境づくりや疑問

点の解決、ICT を活用した授業を組み立てる助言や支援を行っている。令和 4 年度は学

校現場においてもコロナ感染が発生し、感染拡大予防のためにオンラインによる会議や

集会、授業などがおこなわれるようになった。しかし ICT 周辺機器が充実しておらず、

全体を映すことが出来ない、マイクから離れている児童生徒の声が拾えないなど課題が

あったため周辺機器を購入し環境の整備を図った。 

＊課題 

 プログラミング教育などＩＣＴを活用した学習活動の充実や、教員のＩＣＴ教育の実

践的指導力の向上と活用による諸問題の解消をよりいっそう進める。 

 児童生徒の持ち帰り学習時における各家庭の通信状況や機器の故障・破損等への対応

が必要となる。端末の持ち帰りについて、中学校では実施されており、このことにより

多くの場面での活用が進んでいる。小学校では家庭でのオンライン環境が整わない家庭

に配慮した利用がされておりタブレット端末の持ち帰りが進んでいないが、今後は推進

していくことが望まれる。今後、故障や破損、劣化による入替等に必要な財源について

地方財政措置や補助事業などがあるのか国の動向を注視する必要がある。 

 

④地場産業の活性化事業   

＊事業概要 

 【身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略】に位置付けられている事業で、西嶋和紙

の里などの地場産業を活性化するため、小中学校の授業で書道用紙を活用するとともに

体験施設で卒業証書の手すき体験を実施している。 

決算額： 242,201 円 

 

＊成果 

 各小中学校の取り組みによって、西嶋和紙、西嶋和紙の里の活用推進が図られた。 
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＊課題 

 地場産業の活性化のため、他に取り組めるものがないか検討する必要がある。 

 

 

 

⑤教育研修センター事業 

＊事業概要 

ア）教育関係職員の研修に関すること 

○「ICT 活用研修会」の開催について 

  昨年度からすべての小中学校の児童・生徒に１人１台のタブレット端末が貸与さ

れるとともに、高速大容量の通信ネットワークシステムが整備され、全小中学校で

クラウドを活用した学習用端末が使用できる環境が整うこととなった。そのような

動きを受け、教職員の ICT を活用した教育に関する指導力の向上のため、夏季休業

中に「ICT 活用研修会(microsoft365 の活用)」を実施した。昨年度は、感染症の拡

大により中止になったが、今年度は実施することができ各校での活用の幅が広がっ

た。 

 ○小学校外国語科・外国語活動についての指導助言及び調整 

   小学校外国語教育コーディネーターが 3 小学校を訪問し、高学年の授業を中心に

参観し、指導助言の機会をもった。また、6 月には各校の担当者・専科教員及び中

学校 1年生の英語担当とそれぞれに課題や成果について話し合う機会を持ち、各校

に還元することができた。2 月には小学校の担当者を対象に打合せ会議を開催し、

外国語指導に関する現状と課題を共有するとともに、令和 5度に向けて改善策を協

議した。 

イ）児童生徒の教育の向上に関すること 

○「学びの向学館」小中学生学習サポート事業 

 ・小学生学習サポート事業 

    平成 28 年度にスタートした本事業も今年度で７年目を迎えた。退職した教員

を講師に小学校 3～6年生の希望者を対象に行う事業だが、今年度も地区公民館 4

分館（西嶋・下部・下山・身延）を会場に、土曜日（午前中 2時間）を基本とし、

20 回を計画した。今年度は公民館の使用の関係で身延会場を除く 3会場で１回実

施できなかったが、昨年度より多くの回数を実施することができた。10 名の講師

の指導のもと、22 名の児童が参加した。 

  ・中学 1 年生学習サポート事業 

    「中 1ギャップ」と言われるように学習環境や教科指導のあり方が大きく変わ   

る中学 1 年生を対象に、令和２年度から始め今年度が 3年目になる事業である。

今年度は、夏季休業中に５回の学習サポートの機会を計画し、全て実施すること

ができた(昨年度は感染症拡大の影響により2回の実施)。退職した教員を講師に、

数学・英語（各教科 80 分）の指導を、8名の生徒（指名したサポートが必要な生

徒）を対象に実施した。 
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  ・中学 3 年生学習サポート事業 

    平成 24 年度よりスタートした本事業は、退職した教員を講師に、中学 3 年生

の希望者を対象に、長期休業及び課業中の土曜日（午前中 3時間）実施を基本と

し、24 回の開催を計画し、全て実施することができた(昨年度は感染症拡大の影

響により 14 回の実施)。12 名の講師の指導のもと、国語・数学・英語の 3教科の

学習サポートを行った。開催日には、昨年度までと同様、スクールバスを運行し

てもらったこともあり、29 名の生徒が参加した。 

    決算額：1,152,000 円 

 

○イングリッシュキャンプ 

   英語によるコミュニケーション能力の育成をねらいに平成 25 年度より開催して

きた「イングリッシュキャンプ」も今年度で 10 年目を迎えた。当初は、小学 6 年

生を対象に「みのぶ自然の里」で、中学１年生を対象に東京都江東区にある『Tokyo 

Global Gateway』で 1泊 2日での実施を予定していたが、新型コロナウイルスの感

染拡大の影響により、どちらも 1 日での開催とした。小学 6 年生は、７月 27 日に

中富地区公民館西嶋分館を会場に、25 名が参加し実施することができた。また、中

学１年生は、1月 5 日に 28 名が参加し、一昨年度から計画していた『Tokyo Global 

Gateway』で初めて実施することができた。 

 ○英検チャレンジサポート事業 

   本町においては、子どもたちが様々な分野にチャレンジすることを応援するため  

に、英検・漢検・数検などの各種検定を受検する児童生徒の検定料の全額助成が令

和元年度よりスタートした。同制度（「児童生徒チャレンジ応援助成金」）の活用

を通して、児童生徒の可能性を引き出す試みとして、令和 2 年度より「英検チャレ

ンジサポート事業」を実施している。 

   今年度は中学校と相談する中で、中学 1・2 年生で英検 4 級程度(昨年度までは 5

級程度)の英語力を身につけたい生徒を対象に、３回の学習会（12 月 17 日・24 日・

1 月 7 日）を実施し、中学 1・2 年生 12 名が参加した。 

 ○プログラミング教室 

   令和 2 年度からプログラミング教育が小学校の教育内容に位置づけられたが、学

校では児童がじっくりとプログラミングと向き合う時間を確保することが難しい。

そこで、小学校 5・6 年生を対象に、昨年度「プログラミング教室」をスタートさ

せた。夏季休業中の７月 23 日の午後と 24 日午前の 2 日間、下山小学校を会場に開

催した。 

   当日は、24 名の児童が参加し、実施することができた。3 名の講師に来ていただ

き、一人一人に寄り添った指導をしていただくことができた。プログラミングソフ

トの「Scratch」を用いて簡単なゲームを作成した。 

ウ）プログラミング教育・ＩＣＴ教育の推進に関すること 

 ○ＩＣＴ教育推進委員会の設置（3 年目）・開催 

   町教育委員会は、令和 2 年度を「ＩＣＴ活用元年」と位置づけ、小中学校におけ

るＩＣＴ環境を積極的に活用した教育活動の推進と、新たに教育課程に位置づけら

れたプログラミング教育の充実に向けた取り組みを行ってきた。また、国の“GIGA
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スクール構想”に基づき、昨年度からすべての小中学校の児童・生徒に１人１台

のタブレット端末が貸与されるとともに、高速大容量の通信ネットワークシステム

が整備され、本町においても、全小中学校でクラウドを活用した学習用端末が使用

できる環境が整うこととなった。そのような状況を受け、今年度も、各校 1～2 名

の担当者からなる「ＩＣＴ教育推進委員会」を設置し、組織的・継続的・創造的に

ＩＣＴを活用した教育の推進並びにプログラミング教育の充実に取り組んできた。

年間 3 回の委員会開催を通して、各校のＩＣＴの教育活動への積極的な活用推進や

プログラミング教育の実践に寄与することができた。 

○プログラミング教育の支援 

   令和 2～3 年度の 2 年間、身延清稜小学校が県教委「小学校プログラミング推進  

事業」推進校に指定されたことを受け、教育研修センターがその支援体制の中心と  

なり、他の小中学校や教育委員会とも連携を深めながら、プログラミング教育の取

り組みが進められてきた。昨年度までの成果の上に、各校と連携しながらプログラ

ミング教育の目標を明確にして、９年間の計画を作成することができた。 

エ）広報活動 

 ○「教育研修センター通信」の発行 

   小中学校の教職員を対象に、「教育研修センター通信」を発行した。教育研修セ

ンターの事業に対する理解の促進、最近の教育に関する動向や町内の小中学校の教

育活動の現状などの情報提供をねらいとして、2 回発行した。 

 ○「教育研修センターだより」の発行 

   町民の教育研修センターへの理解を得るために 18 号となる「身延町教育研修セ

ンターだより」を年度末に発行し、町内全戸に配布した。 

＊成果 

ア）教育関係職員の研修に関すること 

 ○「ICT 活用研修会」の開催について 

   昨年度は、感染症の拡大により中止になったが、夏季休業中に「ICT 活用研修会

(microsoft365 の活用)」を実施することができた。講師は、今年度から設置された ICT   

支援員の 2 名の方にお願いすることによって、参加者が ICT の活用を身近に感じる

ことができ 2 学期以降、各校での活用の幅を広げることができた。 

○小学校外国語科・外国語活動に関する指導助言・調整 

   小学校高学年の外国語の授業を参観し、指導助言を行うことで、学級担任の指導 

力の向上に貢献できた。また、担当者への聞き取りや打合せ会議を開催する中で、

外国語の指導に関する現状と課題を共有するとともに、次年度に向けて、課題の改

善策を確認することができた。 

イ）児童生徒の学力の向上に関すること 

 ○「学びの向学館」小中学生学習サポート事業 

   参加した児童生徒のアンケート結果を見ると、「参加してよかったですか」の質  

問に対して小学生で 94.4％、中学 3 年生で 96．2％の肯定的な回答を得ることがで

きた。参加した児童生徒の「学びの向学館」に対する充実感・満足感を感ずること

のできる結果である。また、講師からも、児童生徒の学びに対する姿勢の変容や向

上を評価する声をいただいた。  
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 ○イングリッシュキャンプ 

   小学 6 年生、中学 1 年生ともに、日帰りではあったが、実施することができ、児

童生徒の英語によるコミュニケーション能力の向上や外国語学習の意欲の向上に

寄与することができた。参加した児童生徒のアンケート結果を見ると、「参加して

よかったですか（小）・楽しかったですか（中）」の質問に対して小学 6 年生・中

学 1 年生ともに 100％の肯定的な回答を得ることができた。 

 ○英検チャレンジサポート事業 

      中学校との打合せを通して、昨年度までの英検 5 級程度から英検 4 級程度の英語

力を身につけることを目標にしたことにより、参加者を 3 名から 12 名に増やすこ

とができた。参加した生徒のアンケート結果を見ても、「参加してよかったですか」

の質問に対して 100％の肯定的な回答を得ることができた。この結果からも、英語

力と英語学習に対する意欲の向上に寄与することができたと考えられる。 

 ○プログラミング教室 

   参加した児童の 100％が、終了後のアンケートで「参加してよかった」と回答し  

た。児童にとっては、学校や家庭では触れることができない課題への挑戦だった。

講師の適切なアドバイスと一人一人の学びへの意欲によりプログラムを完成させ

ることができたので、十分な達成感を持つことができたと考えられる。子どもたち

のプログラミング的思考の高まりを感ずる２日間となった。 

ウ）プログラミング教育・ＩＣＴ教育の推進に関すること 

 ○ＩＣＴ教育推進委員会の継続設置・開催 

   委員会の協議や還流を通して、町内のプログラミング教育の推進や ICT の有効活

用に寄与することができた。また、今年度設置された ICT 支援員の活用に関して、

各校で活用状況を共有することで、各校それぞれの活用の仕方を広げることができ

た。ＩＣＴ活用リテラシー表についても改善をし、各校の教育課程に位置づけるこ

とができた。 

 ○プログラミング教育の支援 

   ＩＣＴ教育推進委員会と連携しながら、児童生徒の 9 年間を見据えた「身延町プ

ログラミング教育指導計画」を完成させ、授業での実践を支援することができた。 

エ）広報活動 

 ○「教育研修センター通信」の発行 

   今年度は 2 回の発行だったが、教育研修センターの具体的な取り組みと町内小中

学校の教職員に授業改善に向けた身近な教育に関する情報を提供することができ

た。 

 ○「教育研修センターだより」の発行 

   多くの町民の方に教育研修センターが取り組んでいる 4 つの主な事業を知ってい

ただくためにそれぞれの取り組みの様子を紹介した。特に、東京都で初めて実施し

た中学校 1 年生の「イングリッシュ・デイキャンプ」に関する情報を詳細に掲載し、

教育研修センターの活動や事業の様子を全町民に発信することができた。 
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＊課題 

ア）教育関係職員の研修に関すること 

 ○「ICT 活用研修会」の開催について 

   今年度も教職員の ICT の活用は、個人や担当する教科・学年により差が見られた。

今後も日常の授業や校務に有効活用ができる実践例を取り上げて、学校での取り組

みでより成果を上げることができるよう研修を充実させていきたい。 

○小学校外国語科・外国語活動に関する指導助言・調整 

   小学校外国語教育コーディネーターによる授業参観・指導助言を継続するととと  

もに、9 年間を見据えた小中連携の取り組みを具体的にすすめたい。 

イ）児童生徒の学力の向上に関すること 

 ○「学びの向学館」小中学生学習サポート事業 

   小学生対象の「学びの向学館」に関して、年々参加児童が減少しているとともに、  

参加児童数の差が会場によって大きい。参加した児童は、学習への意欲を高めるこ

とができているので、学校と連携した広報にも力を入れていきたい。 

   また、今までもその傾向があったが、中学 3 年生対象の「学びの向学館」の参加  

者が、回を重ねるごとに少なくなる状況があった。参加者の充実感を高める取り組

みや中学校と連携する中で、欠席者をできるだけ少なくするための手立てが必要で

ある。 

 ○イングリッシュキャンプ 

   小中ともに日帰りではあったが、実施することができ、それぞれ充実した 1 日を

過ごすことができた。今後も日帰りで実施し、学年を広げることも考えていきたい。 

 ○英検チャレンジサポート事業 

   5 級から 4 級受検者を対象としたことにより、昨年度より多くの生徒が参加する

ことがきたので、今後も 4 級受検者を対象に継続していきたい。 

 ○プログラミング教室 

2 年目の事業であったが、対象の学年・日程・会場・講師の依頼等、適切であっ

た。 

ウ）プログラミング教育・ＩＣＴ教育の推進に関すること 

 ○ＩＣＴを活用した教育の推進について 

   教職員個人や担当する教科・学年によって、ICT 活用に関する意識や指導力に差

があるので、来年度も、ICT 教育推進委員会を継続設置したり、研修の機会を設け

たりするなど、各小中学校で組織的に ICT を有効活用した教育活動が推進されるよ

うに働きかけを行う必要がある。 

 ○プログラミング教育の推進について 

   これまでの研究と実践の積み重ねを確実に継承して発展させていくとともに、小

中 9 年間を見通した本町のプログラミング教育の指導計画の確実な実施と検証を進

めていく必要がある。 

エ）広報活動 

 ○「教育研修センター通信」「教育研修センターだより」の発行 

   今後も教育研修センターの事業に関する理解を得るために、教職員や町民に対し  

て積極的に情報を発信していく必要性を感じている。 
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コロナ禍で教職員同士での実践の交流の場や語り合いの場が制限されてきた。

一方で、教職員の働き方改革や ICT を活用した授業改善など教育の現場の変化はよ

り大きくなっている。教職員に対して教育に関する動向や町内の小中学校に関わる

情報を提供する必要性を強く感じている。 

 

 

⑥外国語指導助手配置事業   

＊事業概要 

 外国語指導助手（ＡＬＴ）は民間委託し、小学校 3 校に対し各 1名、週に 0.5 日勤務

1 回、1 日勤務 1 回の配置となっている。中学校へは、週 5 日フルタイムで 2 名が配置

されている。 

決算額： 中学校 10,573,200 円（委託費） 

小学校  6,900,630 円（委託費） 

 

＊成果 

 小学校においては、音声を中心に外国語に慣れ親しませる活動を通じて、言語や文化

について体験的に理解を深めるとともに、児童が積極的にコミュニケーション能力の素

地を養う様々な活動ができた。中学校では、生きた教材として、英語（外国・異文化）

に対する興味や関心の動機づけや意欲の向上に大きく結びついている。英語でコミュニ

ケーションを図ろうとする意欲の向上にも役立っている。 

 

＊課題 

現在、ＡＬＴ配置事業に対して、国や県からの補助はなく、全額町負担となっている

ので、国や県の補助に対して補助を要望している。これに対して動きがみられないため

今後も継続要望していく必要がある。 

また、ＡＬＴを活用しながらの小学校外国語教育における新学習指導要領の円滑な実

施のため、ＡＬＴと専科教員及び学級担任との協働的な授業実践に向けて協議をしてい

く必要がある。打合せ時間の明確な位置付け等が課題となっている。 

 

⑦検定料助成事業 

＊事業概要 

 令和元年度に児童生徒チャレンジ応援助成制度として開始した事業であるが、令和 4

年度は英語検定が延 58 人、漢字検定が延 64 人、数学検定が延 65 人、合計 187 人の受

検児童生徒の保護者に対して助成を行った。 

決算額：521,500 円 

 

＊成果 

 令和 4年度は令和 3年度までとは異なり、実際に新型コロナウイルス感染症の感染者

が小中学校にも発生し、第 7 波第 8 波の時期と検定実施日が重なったが「ウィズコロナ」

という考えを基に、中止はせずに徹底した感染防止対策を講じての実施となった。この
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事業により、保護者の経済的負担の軽減を図ることはもちろん、各種検定をそれぞれ

の学習目標として取組む児童生徒が増え、学習意欲の向上を図ることができた。 

＊課題 

受検者数は増加しているものの、受検する児童生徒に偏りがみられるため、各検定の

魅力を伝えるなど周知を行う必要がある。また、実施日程や回数等児童生徒が受検しや

すい環境づくりについて検討していく。学校行事や教育委員会主催の事業等の重複を防

ぐために、年度末及び年度始めに調整を行うことが必要である。 

 

(3）健康な児童生徒の育成 

学校給食事業 

＊事業概要 

安全で栄養面にも配慮したおいしい給食を提供することにより、児童生徒の健康の保

持増進に努めるだけでなく、将来にわたる健康を考えた食習慣を身に付けさせることな

どを目的に、中富学校給食センターでは 2 小学校分 1 日約 200 食、身延学校給食センタ

ーでは 1 小学校・1 中学校分１日約 360 食の調理配送を行った。 

具体的な取り組みとしては、安全でおいしい給食づくり、衛生管理の徹底及び異物混

入防止、食物アレルギーへの対応、食育の推進などを継続して行っている。 

 また、新センターの稼働も見据えながら、既存の建物の維持管理や衛生面の充実に努

めている。 

１食単価 ： 小学校 290 円（町補助金 290 円） 

   中学校 340 円（町補助金 340 円） 

令和 4年度決算額等 

施設名 決算額 うち賄材料費 年間提供数 

中富給食センター 23,076,134円 10,890,343円 36,704食 

身延給食センター 43,173,151円 20,979,840円 64,845食 

合   計 66,249,285円 31,870,183円 101,549食 

令和 4年度給食費収入状況                    （単位：円） 

施設名 調定額 収納額 未納額 収納率 

中富給食センター 10,567,310 10,567,310 0 100％ 

身延給食センター 20,361,145 20,361,145 0 100％ 

合  計 30,928,455 30,928,455 0 100％ 

 

＊成果 

日頃から“食”の重要性について考え、子どもたちにおいしく栄養バランスの整った

安心・安全な給食を安定して提供することを、職員相互の共通認識として取り組んだ。

特に、地域の食材であるあけぼの大豆や枝豆、椎茸を使った料理、季節や風習に因んだ

メニューなど、より生きた教材としての魅力ある献立づくりを行い、食生活全般への関

心を高めることができた。 

事故の未然防止対策としてセンター内での事故や、納入業者起因の異物混入アクシデ
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ント等の事案を「ヒヤリハット」として報告書を作成し、作業工程の再確認と改善を

おこない、両センターで情報共有を図った。また、平成 30 年度に作成した異物混入対

応マニュアルにより、学校との連携を密にして対応をとることができた。 

令和 4年 9月に「食物アレルギー対応マニュアル」を改訂し、食品表示法に合わせた

除去食対応の品目の変更や様式の集約などを行った。 

映像配信された衛生管理講習を視聴し、日常業務に対する意識の向上、健康管理の重

要さ、異物混入に対する確認の徹底など意識を高め、緊張感をもち日々の業務にあたっ

た。 

令和 5年 8月稼働予定の新給食センターは、フルドライシステム及び同システムに対

応した厨房機器に変更となるため、給食の安定供給の観点から、調理業務を外部委託と

する方針を決定した。 

食材費の上昇により 13 年間据え置かれていた給食費を改定し、次年度以降も引き続

きおいしく栄養バランスのとれた給食を提供できる体制を整えられた。 

 

＊課題 

今後も、引き続き安心安全なおいしい給食づくり、異物混入の防止、衛生管理の徹底、

調理員の健康管理を継続して行う。特産物であるあけぼの大豆・ゆば・椎茸を児童生徒

により深く理解してもらい、親しみをもってもらうよう通年をとおして献立に取り入れ

ていく。特にあけぼの大豆は町から無償提供していただいており、様々な料理に取り入

れ広める事ができた。今後も地産地消の活動として継続していただきたい。 

 

 

2.青少年の育成 

(1）青少年育成推進体制の強化 

青少年育成身延町民会議 

＊事業概要 

 青少年が心身ともにたくましく、健やかに成長することを願い、町をはじめとする関

係機関や団体と緊密に連携して育成活動に取り組んでいる。年間を通して通学時の見守

り活動や環境浄化活動のほか、育成会及び子どもクラブへの支援も行っている。「町長

を囲んで語り合おう」「体験！こども教室」等の事業を開催している。 

 決算額：900,000 円 

 

＊成果 

コロナ禍で制約付きではあるが「町長を囲んで語り合おう」「体験！こども教室」等

の事業を開催し、青少年の健全育成に取り組んだ。 

 

＊課題 

 「地域の子どもは地域で守り育てる」を合言葉に、育成会、町民会議事業への参加を

通し、全町民が青少年の健全育成に対して高い意識を保つ必要がある。 
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3 節 地域文化をはぐくむ 

1.文化活動の展開 

(1）文化芸術活動の推進 

①文化協会等の育成 

＊事業概要 

 町内の地区公民館や分館、集落公民館を活動拠点とし、文化活動の推進、各分野での

技術向上を目的に活動を行っている。また例年、活動発表の場として「総合文化祭（芸

能発表会・文化文芸作品展）」を開催している。 

 

＊成果 

「文化文芸作品展」は開催したが、新型コロナウイルス感染症の影響により、「芸能

発表会」「文化こうえん会」を中止した。 

会員：55 サークル、621 人（令和 4 年度） 

決算額：30,000 円 

 

＊課題 

 総合文化祭の来客者が減少しており、ＰＲ方法や運営方法などを再検討する必要があ

る。また「文化こうえん会」にむけて、演者との連絡調整を図り、役員との検討を十分

に行い、準備を進めていく必要がある。 

 

②国民文化祭継承事業 

＊事業概要 

 平成 25 年度に開催された第 28 回国民文化祭やまなし 2013 において、本町でも実行

委員会を組織し、「切り絵」「工芸」「かるた」の主催事業を実施した。この事業継承を

図り、芸術文化活動を推進する。 

 

＊成果 

 令和 4 年度は「国際切り絵コンクール in 身延ジャパン」が開催されたため、申請に

基づき、国際切り絵コンクール実行委員会に補助金を交付した。「百人一首競技かるた

大会」については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。 

 

＊課題 

 かるた競技について、現代の子供たちの興味が薄れている傾向にあり、日本伝統の遊

びを多くの子ども達に体験してもらうためにも、かるた部と協力し、啓発活動に力を入

れていく必要がある。 

 

③総合文化会館自主文化事業 

＊事業概要 

ア）町民への文化活動への参画支援と発表機会の提供すること、文化活動の場に慣れ
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親しむことを目的とし、次の事業を実施した。 

 ・みのぶふれあいコンサート      8/27（土） 

出演者：海上自衛隊横須賀音楽隊 

   

  ・ＮＨＫ公開収録「民謡をたずねて」  10/29（土） 

 

イ）昨年に続き、コロナ禍の影響によりコンサートが実施出来なかったこともあり、

人数を制限しながら町民への娯楽の場の提供、併せて会館の認知度アップを目的と

し、次の事業を実施した。 

・身延シネマ 

「ＳＩＮＧシング ネクストステージ」  上映日：8/6(土)   

「トップガン マーヴェリック」     上映日：2/12(日) 

映写代：594,000 円（２本分） 

 

＊成果  

コロナ禍の影響により、ホール使用時の収容制限が出される中、自主事業等はガイド

ラインを参考に会館してきた。今年度は自衛隊のコンサート、NHK 公開収録も開催でき

た。 

 

＊課題 

現状では、コロナの感染予防対策を実施しながら、何が出来るか模索し出来る事業を

実施していく。 

コロナの収束後の課題は、より集客率や満足度の高い公演を企画・実施することと、

「宝くじ文化公演」などのように公演料等の助成がある事業の招致に努めることである。 

 自主文化事業は、会館のイメージを形成する重要な事業であるので、今後も集客率や

町民の満足度を確保するとともに、優れた内容の公演を提供していく必要がある。また

同時に、宣伝・周知活動に一層の工夫を凝らしながら、新たな来場者の呼び込みなど客

層を拡げる取り組みが必要である。 

 

 

(2）文化芸術施設の管理運営 

①総合文化会館の管理運営 

ア）総合文化会館の保守点検と設備更新・改修 

＊事業概要 

ホール設備関係(吊物、照明)や消防、エレベーター、自動ドア等の各設備の点検を実

施している。また、緊急性を考慮し各設備の修繕を実施している。 

 (主な修繕) 

・舞台照明設備（調光特性発生器）修繕        3,080,000 円 

・煙感知器取替ほか消防設備修繕            660,000 円 

・会館ロールスクリーン修繕              598,400 円 
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・非常用発電設備修繕                467,731 円 
  ・他６件                  総額 5,438,900 円 
 

＊成果 

保守点検により改善を指摘された事項のうち、緊急性や重要性に応じて優先度を判断

したうえで設備機器類の修繕を行った。自主文化事業や貸館事業等に影響を与えるトラ

ブルや事故等の発生もなく、来館者に対しても、安心・安全で快適な環境を提供できた

ものと考えている。 

 

＊課題 

開館後 27 年が経過する中で、施設や設備、機器に至るまで経年劣化の状況がみられ、

保守部品の供給保障期間の満了などもあり、大規模改修や設備更新が大きな課題となっ

ている。 

 特に舞台関連設備については、令和 2年度に舞台音響設備をデジタル化に更新、今後

は舞台設備の早期更新に向けて、喫緊の課題として取り組む。今後も予算措置を含めた

施設等の改修・更新計画を立て、経費の節減や優先度の明確化などにも十分配慮してい

く必要がある。 

 

 

イ）総合文化会館運営委員会の開催 

＊事業概要 

運営委員会は、「身延町文化会館条例」により設置が規定されており、会館の管理運

営に関し必要な事項等を審議するため、教育委員会が委嘱した 10 人の委員によって構

成されている。委員には、町議会議長や校長会会長、文化協会代表やホールボランティ

ア、学識経験者の方々などが選任されており、任期は 2年間である。会議の開催は、年

2 回が定例となっている。 

 

＊成果 

例年、自主文化事業や貸館利用状況等の実績報告や当該年度の事業計画(自主文化事

業、施設修繕)の審議、管理運営面をはじめ事業全般にわたる資料提供及び説明等を行

うが、コロナ禍のため自主事業も極端に少なかったため、令和４年度は開催を見送った。 

 

＊課題 

例年課題に出る、会館の現状等を的確に把握していただくための適切な資料提供を行

うことであったが、今後も引き続きその取組みを継続していく。運営委員会での審議を

より活性化させ、貴重な提言や意見等をいただく前提として、十分な情報提供と現状分

析は不可欠である。来年度はコロナ禍と緩和していく情勢においての貸館利用の施設別

実績などのデータを会議資料として提供し、今後も委員会審議の充実に役立つように、

利用者からの要望の分析や資料提示に努めていく。 
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ウ）貸館の状況 

＊事業概要 

総合文化会館はホールの他、会議室やメディアルーム、和室、レッスン室等を備えて

おり、大小様々な各種大会や会議、講演会や定例会、舞踊や音楽等の練習など多目的な

利用が可能な施設である。行政主催の行事等も含め、「貸館」による利用が、開館日の

大半を占めている。 

この貸館事業により、文化協会加盟のサークルなどが定期的に利用しており、地域の

文化活動の拠点として、或いは発表の場として認知され定着している。 

また、民間企業や公的機関(警察、消防、税務、福祉保健等)などの研修会や説明会に

も多くの利用があり、施設の認知度を高めると共に貴重な使用料収入を得ている。 

 

＊成果 

当館の利用状況等は次のとおりである。使用料収入はコロナ禍の影響による、使用の

制限、自粛などで減少はあるが昨年より回復の傾向がみえる。 

【利用状況】   利用率    利用日数/開館日数   延利用日数 

  令和４年度   68.8％    (212 日/308 日)    348 日 

令和 3年度   57.8％    (178 日/308 日)    283 日 

令和 2年度   67.2％    (156 日/232 日)    235 日  

 

  【決算額】  

    令和４年度使用料収入額    1,131,370 円 

令和 3年度使用料収入額     859,600 円 

令和 2年度使用料収入額     486,680 円 

 

＊課題 

今後も引き続き利用者に気持ち良く利用してもらえるよう、サービスの向上に常に心

がけていきたい。利用する側の目線で施設機能や貸館運営のあり方を見直すことが大切

であり、利用者ニーズに対応した取り組みを講じていく必要がある。 

 

②西嶋和紙の里の管理運営 

ア）和紙の里運管理営委員会の開催 

＊事業概要 

 和紙の里の管理運営を円滑に推進する目的のため、10 人の委員によって構成されてい

る。 

 

＊成果 

 例年、運営委員の方々から貴重な意見・提案をいただく場となっているが、今年度は

開催を見送っている。 
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＊課題 

今後の大きな課題である西嶋和紙の里施設を道の駅として認定し開業、及びそれに合

わせた指定管理者制度導入を進めていく上で和紙の里管理運営委員会と連携し、意見提

案を拝聴しながら進めていく。 

 

イ）活性化施設 

＊事業概要 

コロナ禍により非常に厳しい状況であったが、団体客なども増え始め、体験及び売店

の売上は若干ではあるが増となった。西嶋手漉和紙の活性化等を目的とした「紙屋なか

とみ」での西嶋和紙商品などの販売、「漉屋なかとみ」においては各種紙漉体験、卒業

証書漉きなどを実施している。また、和紙の調査研究や新商品の開発等も西嶋和紙工業

協同組合と連携し行っている。 

・運営体制：職員 2 人(内 1 人指導員)、会計年度任用職員 8 人(指導員、事務、施設管

理) 

・決算額：歳入 21,028,640 円、歳出 108,130,464 円  

・売上額：使用料 244,077 円、和紙販売･体験収入 17,577,255 円 

雑収入 1,603,654 円 

【体験活動実績】 

体験メニュー R3 参加者数 R4 参加者数 

字漉き 101 人   388 人 

うちわ漉き 976 人 1,048 人 

灯り漉き（筒） 482 人 444 人 

灯り漉き（型） 68 人 83 人 

タペストリー漉き 211 人 400 人 

凧漉き 12 人 6 人 

紙漉き（白） 79 人 146 人 

卒業証書漉き 299 人 367 人 

計 2,228 人 2,882 人 

・自家用電気工作物保安点検、消防設備等保守管理点検、空調機器、自動ドア保守点

検、施設夜間警備等の施設監理業務委託などを行った。 

・決算額：5,114,659 円（委託料） 
 

・各点検業務の結果、屋外時計の修繕、裁断機刃の研磨などを行った。 

・決算額： 757,985 円（修繕費） 

 

・施設空調設備が老朽化により不具合が発生していたため、活性化施設、みすきふれ

あい館、味菜庵の空調改修工事を行った。 

・決算額：60,005,000 円（工事請負費） 

 

・特産品加工販売所（味菜庵）は、指定管理者制度により協定を締結し指定管理者（み

のぶうどん生産組合）により運営され、指定管理料（使用料及び光熱水費）を町に



 

47 
 

 

納付しているが、令和 4 年度の使用料については免除されている。                                 

・決算額：1,066,114 円（指定管理者納付金） 

 

＊成果 

施設の機器等修繕は、安定したサービス提供ができる結果につながった。 

味菜庵においては客数の減少による経営悪化のため、使用料の免除、また休業要請な

どに対して指定管理料を給付し対応した。 

和紙販売、体験については、新しい和紙素材を発明し、それを使った新商品の開発な

どを進めながら新しい体験メニュー、魅力ある商品づくりのため研究した。 

 

＊課題 

今後も運営に支障の無いよう、保守点検及び日常の点検など管理を適切に行っていか

なければならない。 

来館者が減少傾向にある中、売上収入が増加に転じるよう、団体客の誘致、宣伝の強

化、リピーターなど優良顧客に対するＰＲ活動など有効的な取り組みをする必要がある。 

 

ウ）みすきふれあい館 

＊事業概要  

 令和 3 年度から条例改正により「なかとみ現代工芸美術館」から「ふれあい会館」

（通称みすきふれあい館）と名称が変わり、施設の用途も、美術に特化せず貸館など多

目的に使用できる施設へ変更となっている。 

当面は自主事業として展覧会を年数回、また町総合文化祭などを開催する予定だが、

町内外の個人、団体等を対象に有料で貸館営業することを主としていく。 

運営体制：職員 1人、会計年度任用職員 2 人（学芸員、受付：障害者雇用) 

決算額：歳入 132,863 円、歳出 16,432,553 円 

売上額：使用料収入（観覧料等）123,300 円、 売上収入 9,563 円 

令和 4年度には、次の展覧会を開催した。 

○展覧会名：「望月勅雄と墨酔会の歩み」 

展覧会会期：9月 16 日～10 月 30 日 

入館者数：645 人 

○展覧会名：春のふれあい祭「雨宮千鶴展」 

  展覧会会期：3 月 10 日～3月 30 日 

  入館者数：635 人 

 その他、貸館として 7 件の展示会等を実施した。 

活性化施設の設備と伴って点検を実施している箇所に加え、みすきふれあい館では不

活性ガス消火設備を設置し、その定期点検業務を年２回委託している。 

・決算額：873,000 円（委託料） 

 

＊成果 

空調改修工事、また貸館などのスケジュールを調整しながら企画展として 2 件を開催
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することができた。また、貸館として「蔡倫書道展」、「峡南地区高齢者作品展」など

7 件の展示を行い、町内外の皆様に芸術文化に触れる機会を提供できた。 

展示に際しての安全確保体制は適切に整備され、消防設備の点検・修繕により、展示

品及び収蔵品の安全を確保できた。 

 

＊課題 

今後の運営方針については、運営形態の変更、施設全体の指定管理者制度の導入など、

それに向けて施設の整備など実施していく。同時に町の活性化に寄与できる施設、町民

の皆様に親しみを持てる多目的施設として利用してもらうよう周知していく。 

 

 

2.歴史と文化遺産の継承 

(1）文化財の保護と活用 

①埋蔵文化財（町内遺跡）の保護 

＊事業概要 

埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図るとともに、包蔵地内での各種開発行為に対しては、

文化財保護法に基づき事業主体者に届出・通知など必要な手続きを依頼し、開発行為に

より遺跡がやむなく破壊される場合は発掘調査等の記録保存を行う。また、埋蔵文化財

保護行政の推進に資するため、担当職員として必要な知識や技術の研修会に参加する。 

町内の遺跡数 74 遺跡 

 

＊成果 

埋蔵文化財保護事業は、各種開発計画を事前に把握することが重要である。開発計画

の円滑な進捗と遺跡の保護措置とが適切な状況で調整できるように、県教育委員会や県

及び町開発部局との連携と情報共有を行うことができた。 

令和 4 年度は、包蔵地有無照会件数は 60 件で、県への届出・通知及び試掘・立会調

査・慎重工事が必要な案件が１件あった。 

 

＊課題 

 埋蔵文化財の保護の理解を求めるため、引き続き取組みを継続する必要がある。 

 

②文化財の保存 

＊事業概要 

文化財は、町の歴史文化を知る上で重要であり、保存及び活用のため必要な措置を講

ずることで町民文化の向上に資するとともに、文化の振興に貢献することを目的として

指定されたものである。 

文化財所管件数 258 件（令和 5年 3 月 31 日現在） 

貴重な文化財を後世に確実に伝え、生涯学習や地域振興など多方面での活用を推進・

展開するため、主に以下の事業を実施した。 



 

49 
 

 

○文化財の保護・保存に係わる事業（補助対象外） 

・国指定天然記念物 身延町ブッポウソウ繁殖地保護増殖事業 

・指定文化財の巡視 

・文化財防火対策事業（文化財防火デーへの協力） 

・特別天然記念物カモシカの保護 

・富士山総合学術調査の協力 

・登録文化財の調査 

○文化財の指定に係わる事業 

・文化財保護審議会の運営(年 2回開催)  

・未指定文化財の掘り起こし 

○文化財普及啓発事業 

・「みのぶ道を歩こう。上ノ山～奥之院編」の開催 

・「木喰ゆかりの地丸畑散策会」の開催 

・「世界文化遺産富士山見学会」の開催 

・文化財説明板の設置(南松院の文化財・南部氏館跡ほか) 

 

＊成果 

普及啓発事業は感染症対策を取りながら開催し、内容的にも好評が得られた。下山本

国寺の木造釈迦如来坐像と大工町のブドウを町の文化財に指定した。 

 

＊課題 

 未指定文化財の掘り起こしとして、山梨県埋蔵文化財センターと協同で町内の石切場

等の調査を行った。今後も文化財保護審議委員等と連携し、地域の歴史文化・自然資源

の保存と活用を図っていきたい。 

 

③文化財保存への支援 

＊事業概要 

 身延町文化財保存事業補助金交付要綱に基づき、文化財の管理あるいは修理に必要な

経費について補助金を交付した。 

＊成果 

 令和 4 年度は以下の事業について補助金を交付し、文化財の適切な保存を図ることが

できた。                             

・重要文化財 門西家住宅防災保守点検事業             37,000 円 

・重要文化財 本遠寺本堂・鐘楼堂防災保守点検事業         42,000 円 

・重要文化財 釈迦八相図・宋版礼記正義・本朝文粋燻蒸事業    115,000 円 

補助金交付額：194,000 円（3件） 

 

＊課題 

 国民(町民)共有の貴重な財産である指定文化財の保存事業は、町が支援すべき重要な

事業であり、今後も所有者等と協議し、継続していく必要がある。なお、重要文化財門
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西家住宅は、平成 30 年 3 月に所有者が亡くなって以降、新所有者が決まっていなかっ

たが、令和 4 年 11 月に相続人の調停により新所有者が決まった。新所有者との連絡を

密にし、今後の管理活用策を検討する。 

 

(2）地域文化の継承と育成 

①木喰の里微笑館の管理運営 

＊事業概要 

 木喰上人の生家がある丸畑集落に、独特の微笑をもつ上人作の仏像やこれに関わる古

文書、資料を収集・展示している。シルバー人材センターに管理業務を委託し、事務員

1 名を常駐させ、来館者の対応と施設の運営・管理を行っている。 

 決算額：2,289,936 円（管理委託料） 

入館料：一般 300 円、小中学生以下無料 

 

＊成果 

 交通条件の悪さから年間を通して来館者は少ないが、県内外からは生涯学習活動での

視察、あるいは、観光シーズンや長期休暇を利用した全国から木喰仏の研究等のため、

貴重な文化的資料を観覧し、専門性を高めようと訪れる方々がいる。 

 昨年度に続き、町内在住の収集家丸山優氏と共催で企画展『木喰上人のちょっと驚く

資料展・番外編』を開催するとともに、地元所有者の協力を得て企画展『身延町の木喰

仏』を開催できた。いずれの展示会もはテレビや新聞でも取り上げられ、木喰上人の魅

力を多くの方に発信することができた。 

有料入館者数：一般(高校生以上)907 人 

無料入館者数：小中学生ほか 32 人 

＊課題 

令和 5年度は国道 300号線から田之上集落を抜けて微笑館へ至る道の拡幅工事が完了

する予定である。道の駅しもべや西嶋和紙の里、湯之奥金山博物館を含めた周遊マップ

をすでに作成しており、周辺施設等との連携をより深めていく必要がある。 

 

②歴史民俗資料館の管理運営 

＊事業概要 

 西嶋和紙に関する製造用具や大聖寺関連の文化財、富士川舟運の古文書等を中心に、

町内出土の縄文土器や民具、化石等の歴史・文化に関する資料なども収集・展示してい

る。大聖寺に日常的な清掃等管理を委託している。開館は、事前予約を受ける中で対応

している。 

 決算額：260,000 円（管理委託料） 

入館料：一般 200 円、小中学生 100 円 

有料入館者数：一般 25 人 

無料入館者数：25 人（町内小中学生・老人クラブ会員ほか） 
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＊成果 

常時開館はしていないため、年間の来館者は少ない。町内小中学校の校外学習で利用

されることも多く、この場合は、入館料は免除している。施設入口の案内板や町のホー

ムページ等で見学には事前予約が必要である旨周知している。 

 

＊課題 

 当施設は職員が常駐していないため、隣接する大聖寺の協力を得ながら入館者が来た

時の対応を行っている。当面はこの運営方法を継続したい。 

 

③旧市川家住宅の管理運営 

＊事業概要 

 和田に所在する県指定文化財旧市川家住宅の中に、市川家ゆかりの民俗資料や富士川

舟運の模型を展示し民俗資料館として公開している。 

 決算額：114,048 円（清掃委託料） 

 

＊成果 

入館料を無料としているため実数は定かでないが、入館者名簿から利用者は 600 人程

であったと思われる。コロナ禍のため例年の半数程度の利用者数となった。 

 

＊課題 

シルバー人材センターへ委託する中で定期的な清掃を行い、適切に管理できている。

経年劣化により主屋老人の間の窓枠が劣化、修理が必要である。 

 

 

④金山文化の継承と保存  

＊事業概要 

 湯之奥金山の歴史は、平成元年度～3年度にかけて「ふるさと創生事業」「地域づくり

推進事業」の中で取り組んだ湯之奥金山遺跡総合学術（発掘）調査により解明された。

その調査の結果、戦国期の山金採掘の様子を今に伝える貴重な遺跡として、その価値が

認められ、黒川金山とともに、「甲斐金山遺跡」として国史跡に指定された。 

甲斐黄金村・湯之奥金山博物館は、日本における山金産金の歴史に関わる資料を展示

する博物館として、その保存及び活用を通じ、学術文化の振興と観光振興を目的として

運営されている。 

主要事業：実施 

○企画展「鉱山史研究のいま」 

○開館 25 周年記念特別講演会「鉱山史研究のいま」 

○遺跡見学会「茅小屋金山遺跡見学会～炭焼竈遺構を中心に」5 人 

○第 22 回砂金掘り大会 176 人 

○第 19 回砂金甲子園！ 東西中高交流砂金掘り大会 167 人 



 

52 
 

 

○夏休み自由研究プロジェクト 2022in 金山博物館 15 人 

○第 14 回化学実験教室 31 人 

○身延町民ウィーク無料観覧 

○山梨の遺跡発掘展 2022(巡回パネル展） 616 人 

○第 11 回金山遺跡・砂金研究フォーラム 21 人 

○写真展「写真で見る下部温泉郷・第３弾 ～昭和繁盛期～」 2,000 人 

○写真展「金山博物館の周りの興味ある自然」1500 人 

○館長講座峡南の考古学（２回） 24 人 

○いでさんぽ(２回) 20 人 

○古文書教室（繁忙期を除く年間全 10 回）延べ 80 人 

○『金山史研究 研究紀要 15』 

○博物館だより№100 号～№103 号（全４回）発行 

○「常設展示 館内スタンプラリー」通年開催  3,000 人 

○GW 特別企画「ハイスピード砂金採り！60 秒一本勝負」 
 

＊成果 

 これまでは、新型コロナ感染症対策として、臨時休館や事業中止があったが、年間通

じて通常開館することができた。25 年の節目となることから、すべての事業に「開館

25 周年記念」の冠をつけ、事業を実施した。周年の特別事業としては、鉱山史研究の最

先端を伝える特別講演会を開催した。 

観光客人流については、令和 4年度は前年度比 156％(18,850 人)の入館者を記録した。 

 

＊課題 

湯之奥金山や博物館の魅力を伝えられるよう、今後も各関係施設、機関と協力し、よ

り多くのＰＲの場に積極的に参加し、地域に歴史遺産があることを知ってもらうための

取組みを継続して進めていく必要がある。 

 

⑤金山博物館の管理運営 

ア）金山博物館設備等改修 

＊事業概要 

導入から 25 年の経年劣化により、映像展示機器、空調機器の故障や雨漏りなど館内

外の補修箇所は優先順位を付ける中で対応している。 
 

＊成果 

 利用者にとってより安全で安心、快適な環境を提供できるよう、優先順位をつけ施設

修繕を実施してきた。簡単な修繕は職員が対応している。 

 

＊課題  

令和 4年度は、空調設備の改修設計を業務委託した。この成果品を基に、令和 5 年度

に改修工事を実施していく。 
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イ）金山博物館運営委員会の開催 

＊事業概要 

 委員会は、湯之奥金山遺跡の総合調査によって明らかにされた資料をはじめ、日本に

おける産金の歴史に係る資料を保存公開し、学術文化及び観光の振興拠点施設として設

置した金山博物館の運営について必要な事項を審議するため設置されている。 

＊成果 

 第１回は 6 月 23 日に開催し、令和 3 年度の事業経過及び（施設、管理）運営状況、

また、今後の方針・方向性について下部リバーサイドパーク運営とあわせて報告した。

令和 4年度の事業計画についても審議された。第２回は 11 月 22 日に開催し、令和５年

度予算に関わる事業計画について審議され多くの提言をいただいた。 

 

＊課題 

委員会は、これまで考古学研究者６人、町議会議員１人、町文化財審議会委員１人、

知識経験者２人の計 10 人で構成されている。より広い分野の視点から審議いただく必

要があるため、鉱山史に精通した委員を選出する必要がある。 

 

 

ウ）金山博物館運営状況 

＊事業概要 

運営体制：館長１人（非常勤）、職員３人、会計年度任用職員 7人（週５勤務１人、 

週３勤務１人、週２勤務（繁忙期）５人） 

収入：博物館使用料           12,764,486 円 

・入館料               12,596,486 円 

  ・使用料(移動無線基地局に係る場所貸借料)168,000 円 

    博物館売店等売上         5,121,794 円 

    移動無線基地局に係る共益費(電気料)  59,900 円 

収入合計：17,946,180 円 

支出：53,724,163 円 （管理運営費） 

入館者数：18,850 人（通算 467,669 人 令和 5 年 6月 15 日現在） 

 

＊成果 

 令和 4 年度は、年間を通じての有料入館者数は 18,850 人となり、前年度比 156％とな

った。来館者傾向は、シーズンごとに異なるが、おおよそ共通券４割弱、体験 4.5 割の

観覧のみ 2割で、多くの来館者が砂金採り体験を含んだメニューの選択傾向にある。 

 

＊課題 

博物館等の施設は、天候や経済状態など社会的外的要因により入館者数が大きく変動

し、入館料や売店売上にも影響を及ぼしやすい。そのため、社会時事や状況に合わせた

事業内容や販売商品の精査工夫、オリジナリティの高い商品企画と開発、これらを積極

的にＰＲし新たな博物館の魅力を伝えていく必要がある。 
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エ）金山博物館誘客促進 

＊事業概要 

イベント開催・学校等教育現場での利用は、誘客促進の一環でもあるため、次の来館

につながる案内対応を心がけている。また HP 更新や SNS 発信は日々行っている。 

また、当館オリジナルキャラ「もーん父さん」は、博物館マスコットキャラクターと

して定着し、2022 年のミュージアムキャラクターアワードでは全国第１位となった。 

＊成果 

学校利用で来館した児童が多数足を運んだ。再来館の際には、館内学習スタンプラリ

ーなどを供し、学校利用とはひと味違った再学習の場を提供することが出来た。 

『もーん父さん』目当てに県内外から来館者も増え、入館者数・物販収入増につなが

っている。 

 

＊課題 

学校利用については、その大半が継続利用によるものである。来館経験のある先生が、

他校に異動したことで新規利用につながっている。先生の利用満足度がそのまま再度の

学校利用に直結するため、各学校のニーズに合わせたスルーガイドが必要不可欠である。 

また、定期利用している学校だけでなく、新規利用の学校を開拓するためのＰＲにも

力を入れていく必要がある。 

マスコットキャラクターの修繕が必要である。 

 

⑥リバーサイドパークの管理運営 

＊事業概要 

 町民の健康づくりと交流の場として、対岸とパークをつなぐメロディーブリッジ、河

川敷を利用したゲートボール場、トイレ、駐車場が設置されている。博物館駐車場敷地

内の「黄金の足湯」（平成 23 年度開設）は、健康増進の一助・憩いの場となっている。

また、平成 28 年度からは下部区民の要望により、コート一部をグラウンドゴルフ場と

して提供している。 

 

＊成果 

 利用者に安全、快適に利用してもらえるよう、職員による管理清掃を行っている。ま

た、シルバー人材に定期的清掃（週２回）を委託し、トイレ、落ち葉清掃、除草作業、

ゴミ分別など環境美化に努めた。施設改修については、劣化した足湯のカーテンを改修

リニューアルし、パーク内の樹木剪定・伐採も定期的に実施、安全・防犯・景観等整備

改善に努めた。 

 

＊課題 

 施設敷地内の足湯について、冬期は湯温が低下する（30 度以下）ため、通常２槽開放

を１槽にしている。 

 敷地内山側の樹木が老木化し、強風時に落下の危険がある。伐採撤去をする必要があ

るが、範囲が広いため継続的な対応が求められる。また、山腹の荒廃が進んでおり、大
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雨のたびに土砂の流出等があり非常に危険な状態となっている。砂防用の防止柵も設

置しているが落石防止ネットの増設、防止柵の延長など必要に応じて対策を講じる必要

がある。 


